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論
文
要
旨

　

室
町
幕
府
の
安
堵
の
特
徴
と
し
て
当
知
行
安
堵
の
実
施
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿

で
は
、
安
堵
の
様
式
の
変
化
や
発
給
手
続
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　

南
北
朝
時
代
以
来
、
幕
府
の
安
堵
は
譲
与
・
相
伝
等
、
所
領
・
所
職
の
相
続
・

移
転
に
基
づ
く
安
堵
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一
四
二

八
）
以
降
、
特
に
足
利
義
持
執
政
期
の
応
永
二
〇
年
代
に
は
当
知
行
安
堵
の
事
例

が
増
加
し
、
応
永
二
九
年
（
一
四
二
二
）
の
追
加
法
で
当
知
行
安
堵
の
原
則
が
定

め
ら
れ
る
。
安
堵
の
事
例
を
見
る
と
、
こ
の
原
則
は
足
利
義
教
執
政
期
以
降
に
も

継
続
し
て
い
る
。
ま
た
、
足
利
義
政
期
に
は
当
知
行
所
領
に
つ
い
て
当
主
が
相
続

人
を
指
名
し
て
安
堵
を
受
け
る
事
例
が
増
加
す
る
。

　

安
堵
の
発
給
は
、
申
請
者
の
所
持
す
る
証
文
に
基
づ
く
こ
と
が
多
く
、
特
に

代
々
将
軍
の
安
堵
の
所
持
が
重
視
さ
れ
た
。
室
町
時
代
に
は
、
寺
社
宛
を
中
心
に
、

目
録
に
記
載
さ
れ
た
当
知
行
所
領
を
安
堵
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。

　

当
知
行
安
堵
の
実
施
は
、
当
知
行
保
護
の
重
視
と
い
う
室
町
幕
府
の
所
領
政
策

の
全
体
的
な
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
【
室
町
幕
府　

安
堵　

当
知
行　

応
永
年
間　

文
書
様
式
】

は
じ
め
に

　

主
人
が
従
者
と
の
主
従
関
係
や
そ
の
所
領
知
行
を
承
認
す
る
行
為
で
あ
る
安

堵
は
、
中
世
武
家
の
主
従
制
の
根
幹
を
な
し
、
鎌
倉
時
代
後
期
以
降
は
支
配
領

域
内
の
人
々
を
規
制
す
る
、
所
領
知
行
の
公
的
な
認
定
と
し
て
の
意
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た）1
（

。

　

室
町
幕
府
の
安
堵
に
つ
い
て
は
、
足
利
尊
氏
・
直
義
の
二
頭
政
治
期
を
分
析

し
た
佐
藤
進
一
氏）2
（

の
他
、
南
北
朝
時
代
を
中
心
に
幕
府
発
給
文
書
を
網
羅
的
に

検
討
し
た
小
川
信
氏）3
（

、「
安
堵
方
」
に
つ
い
て
の
岩
元
修
一
氏）4
（

、
等
の
研
究
が

あ
る
。
室
町
時
代
（
南
北
朝
合
一
〜
応
仁
・
文
明
の
乱
前
）
に
入
る
と
、
当
知

行
安
堵）5
（

が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

吉
田
徳
夫
氏
は
、
当
知
行
安
堵
の
制
度
の
存
在
を
指
摘
し
、
こ
の
制
度
は

「
由
緒
」
に
基
づ
か
な
い
知
行
安
堵
の
方
式
で
、「
由
緒
」・「
理
非
」
糺
決
の
否
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定
が
原
因
で
あ
っ
た
と
論
じ
た）6
（

。
最
近
の
研
究
で
は
、
𠮷
田
賢
司
氏
が
一
四
世

紀
中
頃
〜
一
五
世
紀
前
半
の
国
人
所
領
安
堵
に
つ
い
て
、
将
軍
足
利
義
持
・
義

教
の
執
政
期
に
お
け
る
当
知
行
安
堵
の
増
加
を
指
摘
し
、
安
堵
申
請
者
＝
当
知

行
人
と
す
べ
く
応
永
二
九
年
（
一
四
二
二
）
に
当
知
行
安
堵
の
管
領
施
行
を
停

止
し
た
こ
と
等
を
論
じ
た）7
（

。
当
知
行
安
堵
の
実
施
と
関
わ
る
、
安
堵
施
行
の
制

度
に
つ
い
て
も
詳
細
に
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る）8
（

。

　

当
知
行
安
堵
は
、
鎌
倉
幕
府
や
建
武
政
権
で
も
行
わ
れ
た
。
草
創
期
鎌
倉
幕

府
は
妨
害
排
除
と
し
て
の
当
知
行
安
堵
を
行
っ
た
が
、
御
成
敗
式
目
制
定
の
頃

に
は
譲
与
に
基
づ
く
安
堵
（
譲
与
安
堵
）
が
安
堵
の
中
心
と
な
り
、
申
請
者
の

当
知
行
の
実
否
を
調
査
し
た
上
で
安
堵
を
発
給
す
る
手
続
が
整
備
さ
れ
て
い
く）9
（

。

建
武
政
権
も
当
初
は
申
請
の
真
偽
を
調
査
せ
ず
に
当
知
行
安
堵
を
行
っ
た
が
、

雑
訴
決
断
所
に
よ
る
安
堵
の
開
始
か
ら
調
査
の
上
で
当
知
行
安
堵
を
発
給
す
る

よ
う
に
な
る）10
（

。
当
知
行
安
堵
は
戦
時
に
お
い
て
主
従
関
係
の
確
認
を
契
機
に
行

わ
れ
る
場
合
が
多
く
、
平
時
に
は
抑
制
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る）11
（

。

　

し
か
し
、
内
乱
が
終
息
し
た
室
町
時
代
の
当
知
行
安
堵
を
単
に
社
会
秩
序
の

混
乱
と
結
び
付
け
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
知
行
安
堵
の
実
施
の
、
こ

の
時
期
固
有
の
意
義
を
問
題
と
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
実
施
の
背
景
に
つ
い
て
吉
田
徳
夫
氏
は
「
由
緒
」・「
理
非
」
に
基
づ
く

知
行
制
の
否
定
、
𠮷
田
賢
司
氏
は
義
持
・
義
教
期
に
お
け
る
「
当
知
行
の
保

護
」
の
重
視
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
側
面
に
加
え
、
当
知
行

安
堵
の
実
施
は
、
裁
許
手
続）12
（

を
は
じ
め
幕
府
の
所
領
制
度
の
全
体
的
な
変
化
と

の
関
連
を
問
題
と
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
安
堵
の
制
度
自
体
に
つ
い
て
も
寺
社
本
所
領
安
堵
に
つ
い
て
の
検

討
は
な
く
、
室
町
時
代
を
通
じ
て
の
推
移
は
十
分
に
明
ら
か
と
は
言
え
な
い
。

ま
た
、
安
堵
に
お
け
る
手
続
、
特
に
実
態
調
査
の
有
無
は
重
要
な
論
点
と
な
る
。

国
人
所
領
安
堵
の
手
続
に
つ
い
て
は
𠮷
田
賢
司
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
寺
社
本

所
領
安
堵
の
事
例
も
含
め
て
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
室
町
幕
府
の
所
領
制
度
の
全
体
的
な
変
化
を
追
う
た
め

の
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
、
室
町
時
代
を
中
心
に
、
安
堵
の
諸
様
式）13
（

や
発
給
手

続
に
つ
い
て
の
事
例
検
討
を
行
う
。
検
討
を
通
し
て
、
㈠
当
知
行
安
堵
の
様
式

と
そ
の
変
化
の
画
期
、
㈡
当
知
行
安
堵
の
発
給
手
続
、
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
、
そ
の
上
で
、
当
知
行
安
堵
の
実
施
と
他
の
制
度
と
の
関
連
に
つ
い
て
展
望

を
述
べ
た
い
。

一　
安
堵
の
諸
様
式
と
そ
の
変
化

　

こ
こ
に
言
う
安
堵
と
は
、「
任
〜
、
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如
レ
件
」

等
の
文
言
を
有
し
、
将
軍
（
室
町
殿
）
等
が
日
下
や
奥
、
袖
に
花
押
を
据
え
て
、

武
家
（
守
護
・
奉
公
衆
・
国
人
）
や
寺
社
本
所
等
の
所
領
・
所
職
の
知
行
・
領

掌
を
認
可
す
る
文
書
を
指
す
。
安
堵
の
根
拠
（「
任
〜
」）
に
注
目
す
る
と
、
室

町
時
代
に
「
譲
与
」・「
相
伝
」
等
か
ら
「
当
知
行
」
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
推
移
を
追
い
た
い）14
（

。
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１　
譲
与
・
相
伝
等
に
基
づ
く
安
堵

　

所
領
・
所
職
の
相
続
・
移
転
・
処
分
に
基
づ
く
安
堵
で
あ
り
、
南
北
朝
・
室

町
時
代
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、
南
北
朝
時
代
の
事
例
に
つ
い
て
先
行

研
究
に
よ
り
な
が
ら
確
認
す
る
。

　

岩
元
修
一
氏
に
よ
る
と
、
草
創
期
室
町
幕
府
の
「
安
堵
方
」
は
、
鎌
倉
幕
府

の
譲
与
安
堵
の
方
式
を
継
承
し
て
、
安
堵
の
申
請
を
受
理
す
る
と
、
頭
人
が
守

護
・
国
人
に
「
当
知
行
」
の
実
否
と
「
可
二
支
申
一
仁
之
有
無
」
の
調
査
を
命

じ
た
。
そ
の
請
文
に
基
づ
い
て
足
利
直
義
が
安
堵
を
発
給
し
た
と
い
う）15
（

。

　

貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
に
和
田
福
一
丸
（
時
実
）
が
越
後
国
奥
山
荘
内
の

所
領
を
安
堵
さ
れ
た
事
例
を
見
る
と
、
同
三
年
八
月
一
七
日
に
和
田
茂
実
が
福

一
丸
に
所
領
の
譲
与
を
行
い
（「
三
浦
和
田
氏
文
書
」『
新
潟
県
史
資
料
編
四
』

一
二
八
八
号
）、
安
堵
が
申
請
さ
れ
て
い
る
。
安
堵
方
頭
人
奉
書
を
受
け
て
、

同
年
九
月
一
五
日
越
後
守
護
代
長
尾
景
忠
請
文
（
同
一
二
八
七
号
）
は
、「
茂

実
当
知
行
無
二
相
違
一
候
之
上
、
可
二
支
申
一
之
仁
無
レ
之
候
」
と
報
告
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
次
の
安
堵
が
発
給
さ
れ
た
。

（
花
（
足
利
直
義
）

押
）

下　

三
浦
和
田
福
一
丸

可
レ
令
二
早
領
知
一
越
後
国
奥
山
庄
北
条
内
章
連
跡
并
高
野
条
内
水
無
村

等
地
頭
職
事

右
、
任
二
父
茂
実
貞
和
三
年
八
月
十
七
日
譲
状
一
、
可
レ
令
二
領
掌
一
之
状
如

レ
件
、貞

和
四
年
五
月
十
七
日

（「
三
浦
和
田
氏
文
書
」『
新
潟
県
史
資
料
編
四
』
一
二
九
一
号
）

　

当
知
行
の
実
否
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
安
堵
は
茂
実
か
ら
福
一
丸
へ

の
譲
与
の
確
認
（
譲
与
安
堵
）
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
（
傍
線
部
）。
𠮷
田
賢

司
氏
に
よ
る
と
、
右
の
よ
う
な
当
知
行
の
調
査
を
行
う
国
人
所
領
安
堵
（「
調

査
型
」
安
堵
）
の
事
例
は
貞
和
四
年
一
一
月
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
り
、
以

後
は
守
護
挙
状
に
基
づ
く
「
即
時
型
」
安
堵
が
な
さ
れ
る）16
（

。

　
「
即
時
型
」
安
堵
の
事
例
と
し
て
、
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
に
周
布
兼
仲

が
石
見
国
周
布
郷
地
頭
職
の
安
堵
を
受
け
た
事
例
を
見
る
と
、
同
年
一
〇
月
五

日
に
守
護
大
内
義
弘
が
「
相
伝
・
当
知
行
」
を
保
証
す
る
挙
状
を
出
し
（「
周

布
吉
兵
衛
」〈『
萩
藩
閥
閲
録
』
山
口
県
文
書
館
〉
八
五
号
）、
翌
月
一
九
日
に

「
相
伝
」
に
基
づ
い
て
足
利
義
満
の
安
堵
が
発
給
さ
れ
た
（
同
八
九
号
）。
兼
仲

は
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
六
月
一
日
の
譲
状
（
同
七
九
号
）
で
父
兼
氏
か
ら

周
布
郷
地
頭
・「
惣
領
職
」
を
譲
与
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
「
相
伝
」
は

相
続
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
即
時
型
」
安
堵
も
譲
与
安
堵
で
あ
り
、
南
北
朝
時

代
の
武
家
宛
安
堵
は
譲
与
・
相
伝
に
基
づ
く
も
の
が
中
心
で
あ
る）17
（

。

　

一
方
、
小
川
信
氏
が
提
示
し
た）18
（

、
足
利
義
満
に
よ
る
寺
社
本
所
領
安
堵
の
事

例
に
注
目
す
る
と
、
安
堵
の
根
拠
は
、
寄
進
状
、
譲
与
、
守
護
等
の
「
申
請
」

に
基
づ
く
も
の
等
が
見
ら
れ
る）19
（

。
い
ず
れ
も
所
領
・
所
職
の
移
転
や
相
続
を
認

可
す
る
内
容
の
安
堵
で
あ
る
。

　

以
上
の
様
式
の
安
堵
は
室
町
時
代
に
も
踏
襲
さ
れ
、
足
利
義
満
の
執
政
期
で

は
、
武
家
宛
に
は
譲
与
・
相
伝
に
基
づ
く
安
堵
が
多
い
。
他
方
で
、
後
述
す
る

当
知
行
安
堵
や
、
沽
却
・
相
博
の
安
堵）20
（

等
も
見
ら
れ
、
安
堵
の
根
拠
は
多
様
化
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す
る
。
寺
社
本
所
宛
に
も
多
数
の
安
堵
が
発
給
さ
れ
、
南
北
朝
時
代
と
同
様
の

安
堵
が
見
ら
れ
る
。
次
の
よ
う
な
文
書
で
あ
る
。

近
江
国
柿
御
園
内
熊
原
村
事

右
、
任
二
近
衛
大（

良
嗣
）納

言
家
寄
附
一
、
同
国
永
源
寺
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一

之
状
如
レ
件
、

応（
一
三
九
五
）

永
二
年
三
月
五
日

大﹇
太
﹈政

大
臣
源（
足
利
義
満
）

朝
臣
（
花
押
）

（『
永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査
報
告
書
』
五
四
号
）

（
花
（
足
利
義
満
）

押
）

松
尾
社
領
山
城
国
河
原
田
新
田
并
四
段
大
以
下
所
々
、
丹
波
国
雀
部
庄
内

富
田
村
・
桑
田
・
松
永
等
事
、
早
任
二
祖
父
相
季
譲
状
一
、
権
禰
宜
相
量

領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如
レ
件
、

応
永
十
二
年
十
月
廿
七
日

（『
松
尾
大
社
史
料
集
（
文
書
篇
）』〈
吉
川
弘
文
館
〉
二
九
号
）

　

前
者
は
、
近
衛
良
嗣
の
寄
進
に
基
づ
き
、
そ
の
所
領
を
近
江
国
永
源
寺
に
安

堵
す
る
文
書
で
、
後
者
は
、
松
尾
社
の
所
領
を
権
禰
宜
相
量
の
祖
父
相
季
の
譲

与
に
基
づ
い
て
相
量
に
安
堵
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
八
）
半
ば
頃
ま
で
に
は
、
以
上
に
見
た
所

領
・
所
職
の
相
続
・
移
転
に
基
づ
く
安
堵
が
多
く
、
他
に
、
公
験
に
基
づ
く
安

堵
と
、
本
知
行
安
堵
が
見
ら
れ
る
。
次
に
こ
れ
ら
の
安
堵
に
つ
い
て
述
べ
る
。

２　
公
験
に
基
づ
く
安
堵

　

所
領
・
所
職
の
知
行
の
権
利
を
示
す
幕
府
・
朝
廷
等
の
発
給
し
た
文
書
（
公

験
）
に
基
づ
く
安
堵
で
あ
る
。

（
花（
足
利
義
持
）

押
影
）

若
狭
国
本
郷
事
、
任
二
去
応
永
六
年
・
同
十
五
年
両
度
安
堵
一
、
本
郷
三

郎
持
泰
可
レ
全
二
領
知
一
之
状
如
レ
件
、

応
永
廿
年
九
月
十
六
日

（「
本
郷
文
書
」〈『
福
井
県
史
資
料
編
二
』〉
八
〇
号
）

広
隆
寺
并
桂
宮
院
修
造
料
所
山
城
国
安
養
院
・
近
江
国
世
理
庄
・
馬
椙

庄
・
丹
後
国
志
高
庄
事
、
早
任
二
度
　々

院
宣
等
一
、
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相

違
一
之
状
如
レ
件
、

明（
一
三
九
二
）

徳
三
年
六
月
十
四
日

従
一
位
源（
足
利
義
満
）

朝
臣
（
花
押
）

（「
広
隆
寺
文
書
」『
新
修
彦
根
市
史
史
料
編
古
代
・
中
世
』
二
〇
五
号
）

　

前
者
は
過
去
の
幕
府
安
堵
に
基
づ
く
安
堵
で
あ
る）21
（

。「
勅
裁
」
に
基
づ
く
も

の
も
見
ら
れ）22
（

、
後
者
は
院
宣
等
に
基
づ
く
安
堵
で
あ
る
。

３　
本
知
行
に
基
づ
く
安
堵

　
「
本
領
」・「
本
知
行
地
」（
根
本
所
領
や
旧
領
）
に
対
す
る
安
堵
で
、
武
家
宛

に
多
く
見
ら
れ
る
。
南
北
朝
時
代
の
安
堵
に
は
、「
参
二
御
方
一
致
二
忠
節
一
者
、

本
領
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如
レ
件
」（
貞
治
六
年
〈
一
三
六
七
〉
三
月
五
日

足
利
義
詮
御
判
御
教
書
〈『
大
日
本
古
文
書
毛
利
家
文
書
』
六
号
〉）
等
と
あ
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り
、
足
利
義
詮
が
戦
時
に
参
陣
を
求
め
る
代
わ
り
に
「
本
領
」
安
堵
を
約
し
た

事
例
で
あ
る
。
室
町
時
代
に
次
の
事
例
が
あ
る
。

（
花
（
足
利
義
持
）

押
）

小
笠
原
右
馬
助
政
康
本
知
行
地
事
、
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如
レ
件
、

□（
応
永
）□
廿
三
年
十
二
月
晦
日

（「
勝
山
小
笠
原
文
書
」〈『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
一
二
』〉）

　

こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
本
知
行
安
堵
は
所
領
が
明
記
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い）23
（

。

　

上
記
の
１
・
２
・
３
の
様
式
の
安
堵
は
、
応
永
年
間
半
ば
頃
ま
で
多
く
確
認

で
き
る
が
、
そ
れ
以
降
は
当
知
行
安
堵
の
比
重
が
増
し
て
い
く
。
次
に
、
当
知

行
安
堵
の
様
式
と
、
発
給
の
時
期
的
変
化
を
述
べ
る
。

４　
当
知
行
に
基
づ
く
安
堵

（
１
）
当
知
行
安
堵
の
諸
様
式

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
南
北
朝
時
代
初
期
に
は
当
知
行
の
実
否
を
調
査
し
た
上

で
安
堵
が
発
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
が
、
安
堵
は
譲
与
の
確
認
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
当
知
行
地
に
対
す
る
安
堵
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
当

知
行
地
そ
の
も
の
の
安
堵
や
、
申
請
者
の
「
当
知
行
」
の
状
態
を
根
拠
と
す
る

様
式
の
安
堵
も
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
安
堵
の
根
拠
の
相
違
に
注
目
し
て
、

こ
れ
ら
を
当
知
行
安
堵
と
呼
ぶ
。
例
え
ば
、
南
北
朝
時
代
に
次
の
事
例
が
あ
る
。

（
花
（
足
利
尊
氏
）
押
）

当
知
行
地
事
、
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如
レ
件
、

観（
一
三
五
一
）

応
二
年
八
月
十
六
日

結
城
参（
朝
常
）

川
守
殿

（「
相
楽
結
城
文
書
」『
白
河
市
史
資
料
編
二
』
三
二
七
号
）

　

観
応
の
擾
乱
に
お
い
て
、
足
利
尊
氏
・
直
義
方
は
そ
れ
ぞ
れ
結
城
一
族
に
自

軍
へ
の
帰
属
を
求
め
た）24
（

。
右
の
文
書
は
、
尊
氏
が
結
城
朝
常
を
味
方
に
引
き
入

れ
る
た
め
、
そ
の
「
当
知
行
地
」
を
安
堵
し
た
も
の
で
、
所
領
は
明
記
さ
れ
な

い
。
正
平
一
六
年
（
一
三
六
一
）
六
月
日
恵
良
惟
澄
代
申
状
案
（『
大
日
本
古

文
書
阿
蘇
文
書
』
一
六
二
号
）
に
「
参
二
御
方
一
之
輩
、
不
レ
論
二
理
非
一
、
当

知
行
地
先
無
二
相
違
一
之
条
定
法
也
」
等
と
あ
る
よ
う
に
、
戦
時
に
は
味
方
に

付
い
た
者
の
当
知
行
所
領
を
ま
ず
保
障
す
る
慣
行
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
南
北
朝
時
代
に
も
右
の
よ
う
な
当
知
行
安
堵
の
残
存
事
例
は
多
く
な
い
。

　

応
永
年
間
半
ば
頃
か
ら
は
譲
与
安
堵
等
に
代
わ
り
当
知
行
安
堵
が
増
加
す
る
。

こ
の
点
を
述
べ
る
前
に
、
こ
こ
に
言
う
当
知
行
安
堵
が
ど
の
よ
う
な
文
書
で
あ

る
か
を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
以
下
の
三
種
類
に
大
別

で
き
る
。
足
利
義
持
の
安
堵
か
ら
挙
例
し
た
い
。

Ａ　

事
書
に
「
当
知
行
」
を
含
む
様
式

美
濃
国
巨
景
山
永
法
寺
当
知
行
所
々
事
、
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状

如
レ
件
、応（

一
四
一
九
）

永
廿
六
年
十
二
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
（
花
（
足
利
義
持
）

押
）

住
持

（「
永
保
寺
文
書
」〈『
岐
阜
県
史
史
料
編
古
代
・
中
世
一
』〉
二
一
号
）

Ｂ　

本
文
に
「
任
二
当
知
行
之
旨
一
」「
任
二
相
伝
・
当
知
行
之
旨
一
」
等
と
あ

る
様
式
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（
花
（
足
利
義
持
）
押
）

安
芸
国
高
屋
入
野
惣
領
職
但
、
除
大
幢
庵
領

并
慶
中
和
尚
分
、

事
、
任
二
当
知
行
之
旨
一
、
平
賀
尾
張

守
頼
宗
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如
レ
件
、

応
永
廿
九
年
十
二
月
十
二
日

（『
大
日
本
古
文
書
平
賀
家
文
書
』
一
三
号
）

（
花
（
足
利
義
持
）
押
）

但
馬
国
楞
厳
寺
領
因
幡
国
服
部
庄
領
家
職
事
、
早
任
二
相
伝
・
当
知
行
之

旨
一
、
寺
家
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如
レ
件
、

応
永
十
六
年
九
月
廿
九
日

（「
楞
厳
寺
文
書
」〈『
兵
庫
県
史
史
料
編
中
世
三
』〉
一
五
号
）

東
大
寺
領
播
磨
国
大
部
庄
領
家
職
参
分
壱
・
同
公
文
職
・
鹿
野
原
村
公
文

職
・
恒
清
名
等
事
、
早
任
二
度
々
公
験
并
当
知
行
之
旨
一
、
寺
家
領
掌
不 

レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如
レ
件
、

応
永
十
八
年
八
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
（
花
（
足
利
義
持
）
押
）

戒
壇
院（
惣
深
）

長
老

（『
大
日
本
古
文
書
東
南
院
文
書
』
七
六
一
号
）

Ｃ　

本
文
に
「
当
知
行
云
々
」「
当
知
行
之
上
者
」
等
と
あ
る
様
式

（
花
（
足
利
義
持
）

押
）

肥
後
国
野
原
庄
・
同
国
岩
原
村
・
伊
倉
庄
南
方
・
小
原
村
、
豊
前
国
安
於

曽
木
村
等
事
、
小
代
左
近
入
道
宗（
広
行
）祐
当
知
行
云
々
、
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相

違
一
之
状
如
レ
件
、

応
永
十
七
年
十
二
月
三
日

（「
小
代
文
書
」〈『
大
分
縣
史
料
二
六
第
四
部
』〉
六
号
）

　

署
判
の
位
置
等
は
宛
所
の
身
分
に
よ
り
異
な
る
が
、
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、

「
当
知
行
」
の
語
が
事
書
や
本
文
に
明
記
さ
れ
る
点
が
共
通
す
る
。
戦
時
の
当

知
行
安
堵
と
異
な
り
、
Ｂ
・
Ｃ
は
基
本
的
に
所
領
が
明
記
さ
れ
る
特
徴
も
あ
る
。

　

本
稿
に
言
う
当
知
行
安
堵
は
以
上
の
よ
う
な
文
書
を
指
す
。
次
に
、
武
家
や

寺
社
本
所
等
に
対
す
る
当
知
行
安
堵
の
発
給
に
つ
い
て
、
室
町
時
代
の
将
軍

（
室
町
殿
）
の
代
ご
と
に
変
化
を
追
い
た
い
。

（
２
）
時
期
的
変
化

　

ま
ず
足
利
義
満
の
安
堵
を
見
る
と
、
武
家
宛
に
は
応
永
年
間
に
当
知
行
安
堵

の
事
例
が
確
認
で
き
る）25
（

。
寺
社
宛
に
は
、
先
述
し
た
Ａ
の
様
式
の
永
徳
二
年

（
一
三
八
二
）
の
御
判
御
教
書
（「
永
保
寺
文
書
」〈『
岐
阜
県
史
史
料
編
古
代
・

中
世
一
』〉
二
〇
号
）
や
、
守
護
挙
状
に
基
づ
く
明
徳
四
年
（
一
三
九
三
）
の

御
判
御
教
書
（
Ｃ
の
様
式
、「
大
乗
寺
文
書
」『
加
能
史
料
室
町
Ⅰ
』）
が
早
く
、

そ
の
後
数
通
が
確
認
で
き
る）26
（

。
し
か
し
、
安
堵
の
多
く
は
譲
与
・
相
伝
・
公
験

等
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

応
永
一
五
年
（
一
四
〇
八
）
か
ら
始
ま
る
将
軍
義
持
に
よ
る
武
家
領
安
堵
で

も
代
始
の
時
期
に
は
譲
与
・
相
伝
に
基
づ
く
安
堵
が
多
い
。
が
、
𠮷
田
賢
司
氏

が
一
覧
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に）27
（

、
応
永
二
〇
年
前
後
に
は
、
安
堵
の
多
く
が

こ
こ
に
言
う
当
知
行
安
堵
に
変
化
す
る
。

　

こ
の
変
化
は
寺
社
領
安
堵
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
か
。
足
利
義
持
・
義
教
の
直

判
）
28
（

に
よ
る
寺
社
宛
発
給
文
書
（
所
領
・
所
職
の
認
定
に
関
わ
る
も
の
）
の
事
例

を
ま
と
め
た
の
が
【
表
Ⅰ
】
で
あ
る）29
（

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
権
利
の
移
転
を
伴
う
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寄
進
・
返
付
に
対
し
、
安
堵
の
比
重
の
高
さ
が
知
ら
れ
る）30
（

。
義
持
期
の
当
知
行

安
堵
は
安
堵
全
体
の
約
半
数
だ
が
、
比
率
の
増
加
は
明
ら
か
で
、
応
永
二
〇
年

代
に
は
原
則
化
し
た
と
見
ら
れ
る）31
（

。
こ
れ
ら
か
ら
寺
社
領
に
つ
い
て
も
当
知
行

地
の
保
護
へ
の
政
策
の
重
点
の
移
行
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
公
家
領
安
堵
の
事

例
は
少
な
い
が
、
義
持
・
義
教
期
に
当
知
行
安
堵
の
発
給
が
見
ら
れ
る）32
（

。

　

増
加
す
る
の
は
、
先
述
し
た
Ｂ
の
様
式
の
文
書
で
あ
る
。
但
し
、
事
例
に
も

示
し
た
よ
う
に
、「
相
伝
・
当
知
行
」
に
基
づ
く
場
合
や
、「
公
験
」
と
「
当
知

行
」
に
基
づ
く
場
合
も
あ
り
、
こ
の
場
合
、「
相
伝
」
や
「
公
験
」
に
基
づ
く

安
堵
と
し
て
の
側
面
も
有
す
る）33
（

。
様
式
の
変
化
と
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
安
堵

に
「
当
知
行
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
多
く
の
先
行
研
究
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
応
永
二
九
年

七
月
二
六
日
の
「
御
成
敗
条
々
」（
追
加
法
一
六
八
〜
一
七
八
条）34
（

）
に
は
、
当

知
行
安
堵
に
関
し
て
次
の
規
定
が
見
ら
れ
る
。

一　

諸
人
安
堵
事

就
二
当
知
行
一
、
被
レ
下
二
安
堵
御
判
一
者
、
普
通
之
儀
也
、
望
二―
申
御
施

行
一
之
条
、
以
レ
次
構
二
私
曲
一
歟
、
慥
可
レ
被
二
停
止
一
也
、

（
追
加
法
一
七
七
条
）

　

右
の
法
令
で
は
、「
諸
人
」
へ
の
当
知
行
に
基
づ
く
安
堵
の
発
給
を
「
普
通

之
儀
」
と
し
、
さ
ら
に
施
行
を
申
請
す
る
の
は
不
正
（「
私
曲
」）
を
意
図
す
る

も
の
で
あ
る
と
し
て
停
止
す
る
と
い
う
。
先
行
研
究
も
指
摘
す
る
よ
う
に）35
（

、
こ

の
時
期
に
は
不
知
行
人
が
当
知
行
安
堵
を
受
給
し
、
施
行
に
よ
り
旧
領
回
復
を

企
て
る
不
正
行
為
が
起
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
施
行
の
停
止
と
い

う
手
段
に
よ
っ
て
不
知
行
地
へ
の
安
堵
申
請
を
防
止
し
、
当
知
行
人
に
安
堵
を

発
給
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
安
堵
」
の
管
領
施
行
は
至
徳
年
間
（
一
三
八
四
〜
一
三
八
七
）
か
ら
確
認

で
き
る）36
（

。
施
行
の
対
象
と
な
っ
た
「
安
堵
」
に
は
、
本
知
行
安
堵
（
旧
領
返

付
）
は
勿
論
、
譲
与
・
相
伝
・
公
験
に
基
づ
く
安
堵
等
で
も
不
知
行
地
を
対
象

に
含
む
場
合
が
あ
り
、
施
行
（
沙
汰
付
）
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
当
知
行
安
堵
の
増
加
に
伴
い
当
知
行
安
堵
の
施
行
の
事
例
も
見
ら
れ
る
が
、

当
知
行
の
状
態
で
あ
れ
ば
施
行
は
不
要
と
な
る
。
安
堵
施
行
の
停
止
は
安
堵
の

様
式
変
化
と
関
わ
る
変
化
だ
と
言
え
よ
う
。

　

さ
て
、
義
持
期
に
明
確
と
な
る
当
知
行
安
堵
の
発
給
の
方
針
は
将
軍
義
教
期

以
降
に
受
け
継
が
れ
る
。

　

義
教
期
の
武
家
領
安
堵
に
つ
い
て
は
𠮷
田
賢
司
氏
の
指
摘
の
通
り
で
、
国
人

は
地
域
紛
争
の
激
化
に
よ
り
各
地
を
転
戦
し
、
幕
府
は
彼
ら
に
対
し
当
知
行
の

実
否
を
把
握
し
な
い
ま
ま
、
戦
功
褒
賞
的
な
「
即
時
型
」
安
堵
を
発
給
し
た
と

い
う）37
（

。

　

義
教
の
寺
社
宛
文
書
を
見
る
と
（【
表
Ⅰ
】）、
寄
進
・
返
付
は
義
持
期
と
比

べ
て
大
き
く
減
少
し
、
安
堵
は
ほ
と
ん
ど
が
当
知
行
安
堵
で
あ
る
。
義
教
は
前

代
の
方
針
を
踏
襲
し
、
よ
り
徹
底
し
て
当
知
行
安
堵
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

嘉
吉
の
乱
後
の
管
領
執
政
期
も
譲
与
・
相
伝
安
堵
は
稀
で）38
（

、
安
堵
の
多
く
は

当
知
行
安
堵
で
あ
る
。
将
軍
義
政
執
政
期
の
武
家
宛
文
書
の
事
例
に
つ
い
て
は

先
行
研
究
に
提
示
が
な
い
た
め
、【
表
Ⅱ
】
に
ま
と
め
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

当
知
行
安
堵
の
比
重
の
高
さ
と
い
う
従
来
か
ら
の
傾
向
が
確
認
で
き
る
。
寺
社
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領
安
堵
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
煩
雑
に
な
る
た
め
提
示
は
避
け
る
が
、
当
知
行

安
堵
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

以
上
、
応
永
年
間
以
降
、
武
家
・
寺
社
本
所
等
に
対
し
て
当
知
行
安
堵
の
発

給
が
増
加
し
、
義
持
期
の
応
永
二
〇
年
代
に
は
原
則
化
し
た
こ
と
、
そ
の
原
則

は
義
教
期
以
降
に
受
け
継
が
れ
た）39
（

こ
と
を
述
べ
た
。

５　
当
主
の
「
申
請
」
に
基
づ
く
相
続
安
堵

　

先
に
、
武
家
宛
に
譲
与
安
堵
が
減
少
し
、
当
知
行
安
堵
が
増
加
す
る
と
述
べ

た
が
、
相
続
が
安
堵
の
契
機
と
な
ら
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
足
利
義
教

の
安
堵
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
当
知
行
安
堵
が
見
ら
れ
る
。

御（
足
利
義
教
）
判

安
芸
国
高
屋
保
地
頭
職
・
同
国
入
野
南
北
郷
地
頭
職
先
給
地

相
残
分
、

等
事
、
平
賀
尾

張
守
頼
宗
当
知
行
云
々
、
然
早
臨
時
課
役
段
銭
人
夫
以
下
、
所
レ
令
二
免

除
一
也
、
為
二
守
護
使
不
入
地
一
、
任
二
申
請
旨
一
、
息
新
四
郎
弘
宗
可
レ
全
二 

領
知
一
之
状
如
レ
件
、

永
享
十
年
九
月
廿
九
日

（『
大
日
本
古
文
書
平
賀
家
文
書
』
一
六
三
号
）

　

永
享
一
〇
年
（
一
四
三
八
）
に
、
安
芸
国
の
高
屋
保
地
頭
職
と
入
野
南
北
郷

地
頭
職
を
当
知
行
し
て
い
る
（
と
述
べ
る
）
平
賀
頼
宗
の
「
申
請
」
に
基
づ
き
、

諸
役
免
除
・
守
護
使
不
入
の
地
と
し
て
同
地
を
子
の
弘
宗
が
知
行
す
る
こ
と
を

義
教
が
認
可
し
て
い
る
。
同
年
に
頼
宗
は
大
和
国
中
を
転
戦
し
て
お
り
（
同
一

七
・
一
八
・
三
一
・
三
四
号
等
）、
軍
事
動
員
を
機
に
相
続
人
を
指
名
し
て
認

可
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
課
役
免
除
の
文
言
を
含
む
が
、
先
述
し
た
Ｃ
の

様
式
の
当
知
行
安
堵
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
安
堵
受
給
後
も
幕
府
文
書
の
宛
所
は
頼
宗
で
（
同
三
五
号
等
）、

頼
宗
が
弘
宗
へ
の
譲
状
を
作
成
す
る
の
は
宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
）
の
こ
と
で

あ
る
（
同
一
四
六
号
）。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
譲
与
↓
安
堵
で
は
な
く
、

安
堵
↓
譲
与
、
と
い
う
手
順
の
変
化
で
あ
る
。

　

嘉
吉
の
乱
後
の
管
領
執
政
期
に
も
同
様
の
文
書
が
見
ら
れ）40
（

、
足
利
義
政
の
執

政
期
に
は
武
家
宛
を
中
心
に
事
例
が
増
加
す
る
（【
表
Ⅱ
】
№
１
・
４
・
５
・

35
・
43
）。
事
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　

康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
の
小
早
川
氏
の
事
例
（【
表
Ⅱ
】
№
５
）
で
は
、

安
芸
国
沼
田
荘
等
を
小
早
川
𠘑
平
が
亡
父
則
平
か
ら
相
続
し
当
知
行
し
て
い
る

と
し
て
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
（「
任
二
申
請
之
旨
一
」）
息
又
（
敬
平
）
に
安

堵
し
て
い
る
。
同
年
一
二
月
二
九
日
付
で
𠘑
平
か
ら
又

に
宛
て
て
譲
状
も
作

成
さ
れ
た
（『
大
日
本
古
文
書
小
早
川
家
文
書
』
四
〇
号
）。
し
か
し
こ
の
後

も
沼
田
小
早
川
氏
に
対
す
る
幕
府
文
書
の
宛
所
は
𠘑
平
で
あ
り
（
寛
正
二
年

〈
一
四
六
一
〉
五
月
一
八
日
足
利
義
政
御
判
御
教
書
〈
同
四
二
号
〉
等
）、
寛
正

六
年
に
は
再
び
𠘑
平
の
「
申
請
」
に
よ
り
、
元
平
（
敬
平
）
宛
に
安
堵
が
発
給

さ
れ
て
い
る
（【
表
Ⅱ
】
№
43
）。
益
田
氏
の
事
例
（【
表
Ⅱ
】
№
35
）
で
も
安

堵
受
給
の
後
に
譲
状
が
作
成
さ
れ
て
い
る）41
（

。

　

次
い
で
、
麻
生
氏
の
事
例
で
は
「
申
請
」
の
際
の
状
況
が
や
や
詳
し
く
わ
か

る
。
康
正
元
年
の
安
堵
（【
表
Ⅱ
】
№
１
）
は
、
麻
生
氏
の
所
領
を
弘
家
の

「
申
請
」
に
基
づ
き
（「
任
二
父
上
総
介
弘
家
申
請
之
旨
一
」）、
子
の
弘
国
に
安
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堵
す
る
も
の
だ
が
、
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
一
二
月
二
三
日
麻
生
全
教
（
弘

家
）
置
文
写
（『
筑
前
麻
生
文
書
』〈
北
九
州
市
立
歴
史
博
物
館
〉
八
四
号
）
に

は
次
の
よ
う
な
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
永
享
年
間
（
一
四
二
九
〜
一
四
四

一
）
の
後
半
に
家
督
で
あ
っ
た
家
春
と
そ
の
子
家
慶
が
戦
死
し
、
家
慶
の
子
又

光
丸
の
後
見
と
し
て
、
家
春
の
弟
で
あ
る
弘
家
が
成
敗
す
る
よ
う
に
と
の
足
利

義
教
の
命
が
下
っ
た
が
、
程
な
く
又
光
丸
が
病
没
し
た
た
め
、
弘
家
が
家
督
と

な
っ
た
（
永
享
一
〇
年
九
月
一
〇
日
御
判
御
教
書
写
、
同
七
六
号
）。
そ
の
後
、

弘
家
は
実
子
弘
国
で
は
な
く
、
家
春
の
子
弘
助
を
養
子
と
し
て
家
督
を
譲
ろ
う

と
す
る
が
、
弘
助
は
「
親
類
内
者
」
と
と
も
に
弘
家
に
敵
対
し
、
弘
助
の
相
続

を
阻
む
大
内
教
弘
の
口
入
の
結
果
、
弘
助
は
殺
害
さ
れ
、
弘
国
が
家
督
に
決
ま

っ
た
。
右
の
安
堵
は
そ
の
後
幕
府
に
申
請
し
、
受
給
し
た
も
の
と
い
う）42
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
当
主
の
当
知
行
地
に
つ
い
て
「
申
請
」
に
基
づ
き
相
続
人

が
安
堵
さ
れ
る
文
書
は
、
奉
公
衆
や
国
人
の
家
内
部
で
相
続
人
を
定
め
、
将
軍

の
認
定
（
特
に
代
始
の
時
期
に
）
を
受
け
た
上
で
、
後
の
相
続
を
円
滑
に
行
う

目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
の
当
知
行
安
堵
の
原
則
と
、
武
家
の
相

続
人
の
決
定
の
在
り
方
の
変
化
に
よ
り
生
じ
た
安
堵
と
言
え
よ
う）43
（

。

二　
当
知
行
安
堵
の
発
給
手
続

１　
「
当
知
行
」
の
認
定
方
式

　

こ
こ
ま
で
、
応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
八
）
に
入
る
と
、
武
家
領
・

寺
社
本
所
領
に
対
す
る
当
知
行
安
堵
が
増
加
し
、
応
永
二
〇
年
代
に
は
原
則
化

さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
次
に
、
当
知
行
安
堵
の
発
給
手
続
の
検
討
を
行
う
。

手
続
に
関
す
る
史
料
は
少
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
事
例
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
ず
武
家
の
事
例
と
し
て
、
平
子
重
房
の
安
堵
申
請
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

平
子
修
理
亮
重
房
謹
言
上
、

欲
下
任
二
相
伝
・
当
知
行
一
給
中
安
堵　

御
下
文
上
、
周
防
国
仁
保
庄
地
頭

職
事

副
進一

巻　

公
験
手
継
等
案

右
所
領
者
、
累
代
相
伝
・
当
知
行
無
二
相
違
一
之
上
者
、
被
レ
成
二―
下
安
堵

　

御
判
一
、
備
二
後
代
亀
鏡
一
、
全
二
知
行
一
、
為
レ
抽
二
奉
公
忠
節
一
、
恐
々

言
上
如
レ
件
、

応
永
四
年
四
月　

日（『
大
日
本
古
文
書
三
浦
家
文
書
』
二
八
号
）

　

安
堵
申
請
を
受
け
、
応
永
四
年
九
月
一
〇
日
付
で
、
相
伝
・
当
知
行
に
基
づ

く
（「
任
二
相
伝
・
当
知
行
之
旨
一
」）
足
利
義
満
の
安
堵
が
発
給
さ
れ
て
お
り

（
同
二
九
号
）、
公
験
・
手
継
の
所
持
と
当
知
行
に
基
づ
く
安
堵
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
𠮷
田
賢
司
氏
が
提
示
し
た
よ
う
に
、
国
人
所
領
安
堵
の
際
に
相
伝
・
当
知

行
を
保
証
す
る
守
護
挙
状
が
管
領
や
奉
行
人
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
事
例
が
見
ら

れ
る）44
（

。

　

次
い
で
、
寺
社
領
安
堵
の
手
続
だ
が
、
国
人
同
様
に
守
護
挙
状
に
基
づ
く
事

例
が
見
ら
れ
る
。
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
の
越
前
国
西
福
寺
（
幕
府
祈
願

寺
）
宛
の
安
堵
で
は
、
西
福
寺
が
寺
領
目
録
（「
西
福
寺
文
書
」〈『
福
井
県
史
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資
料
編
八
』〉
八
九
号
）
を
作
成
↓
五
月
二
七
日
に
管
領
・
越
前
守
護
斯
波
義

淳
が
加
判
↓
五
月
三
〇
日
斯
波
義
淳
書
状
（
同
九
〇
号
）
に
よ
り
幕
府
奉
行
人

松
田
秀
藤
に
宛
て
て
安
堵
申
請
↓
一
二
月
九
日
に
将
軍
義
教
が
、「
任
二
去
応

永
十
三
年
閏
六
月
十
七
日
守（
斯
波
義
将
）

護
道
将
状
・
同
廿
年
三
月
十
日
道（
斯
波
義
重
）

孝
状
・
今
年
五

月
廿
七
日
証
文
皆
加
二
署
判

於
目
録
一

并
当
知
行
之
旨
一
」
安
堵
（
同
九
四
号
）、
と
い
う
手
順

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
般
的
に
確
認
で
き
る
の
は
、
先
代
将
軍
の
文
書
に
基
づ
く
当
知

行
安
堵
で
あ
る
。
残
存
史
料
に
つ
い
て
時
期
を
追
っ
て
述
べ
た
い
。

　

東
寺
敷
地
の
花
園
町
内
北
七
段
に
対
す
る
応
永
一
七
年
一
二
月
三
日
の
当
知

行
安
堵
（
足
利
義
持
御
判
御
教
書
、「
東
寺
文
書
」
甲
外
二
六
）
の
発
給
に
つ

い
て
、
東
寺
供
僧
の
引
付
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一　

款
冬
田
号
二
七

反
田
一

安
堵
御
判
到
来
間
事

彼
下
地
、
西
八
条
、
可
レ
致
二
違
乱
一
之
由
、
風
聞
、
実
否
雖
レ
難
レ
知 

レ
之
、
御
当
代
安
堵
之
御
判
、
可
二
申
成
一
之
条
、
可
レ
然
之
由
、
衆
議

之
間
、
付
二
申
状
於
飯
尾
和（
浄
称
）州一

、
奉
行
令
二
披
露
一
、
被
レ
成
二
御
判
一
、

為
二
彼
会
尺
一
、
和
州
一
献
分
三
百
疋
、
杲
淳
令
二
随
身
一
、（
下
略
）

（『
東
寺
廿
一
口
供
僧
方
評
定
引
付
』〈
思
文
閣
出
版
〉
応
永
一
七
年
一

二
月
一
八
日
条
）

　

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
安
堵
は
、
遍
照
心
院
（「
西
八
条
」）
が
違
乱
を
起
す

と
の
「
風
聞
」
を
聞
い
た
東
寺
が
、
東
寺
奉
行
（
東
寺
の
い
わ
ゆ
る
別
奉
行）45
（

）

の
飯
尾
浄
称
（
兼
行
）
に
申
状
を
提
出
し
、
飯
尾
が
義
持
に
披
露
し
て
発
給
さ

れ
た
。
安
堵
に
は
「
帯
二
去
至
徳
元
年
九
月
廿
一
日
安
堵
一
、
当
知
行
之
上
者
」

と
の
文
言
が
あ
る
。
安
堵
は
義
持
の
代
始
安
堵
で
あ
り
、
そ
の
際
に
先
代
将
軍

の
文
書
の
所
持
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）46
（

。

　

足
利
義
教
期
の
事
例
で
は
、
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
一
一
月
日
東
寺
雑
掌

申
状
案
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
上
略
）
当
寺
八
幡
宮
領
山
城
国
久
世
上
下
庄
并
同
国
植
松
東
庄
地
頭
職

事
、
被
レ
任
二
御
判
等
之
旨
一
、
被
レ
成
二―
下　

安
堵
御
判
一
、
弥
欲
レ
抽
二
長

日
御
祈
祷
精
誠
一
、
仍
言
上
如
レ
件
、（「

東
寺
百
合
文
書
」
を
函
一
二
四
）

　

東
寺
は
、
山
城
国
の
久
世
上
下
荘
と
植
松
東
荘
地
頭
職
の
安
堵
を
申
請
し
、

義
教
は
、
永
享
四
年
四
月
一
一
日
付
で
、「
度
々
御
判
」
の
所
持
と
「
当
知
行
」

に
基
づ
き
そ
れ
ぞ
れ
安
堵
し
た
（「
東
寺
百
合
文
書
」
ミ
函
九
〇
・『
東
寺
文
書

聚
英
』〈
同
朋
舎
出
版
〉
三
〇
〇
号
）。「
当
知
行
」
の
認
定
は
申
告
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
次
の
事
例
の
よ
う
に
、
安
堵
の
際
に
「
当
知
行
」

の
調
査
が
な
さ
れ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。

　

永
享
三
年
八
月
二
一
日
足
利
義
教
御
判
御
教
書
（
案
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事

記
』
長
禄
四
年
〈
一
四
六
〇
〉
閏
九
月
一
日
条
に
引
用
）
は
「
三
綱
隆
舜
通
目

代
職
事
、
任
二
度
々
御
判
并
当
知
行
之
旨
一
、
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如

レ
件
」
と
い
う
当
知
行
安
堵
だ
が
、
発
給
の
前
に
次
の
文
書
が
出
さ
れ
た
。

当
寺
通
目
代
職
事
、
隆
舜
当
知
行
之
段
無
二
子
細
一
候
哉
、
可
レ
有
二
御
注

進
一
之
由
、
被
二
仰
出
一
候
、
仍
執
達
如
レ
件
、

永
享
三

六
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

為（
飯
尾
）行

（
花
押
）
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興
福
寺
々
務
雑
掌（『

福
智
院
家
古
文
書
』〈
花
園
大
学
〉
一〇
〇
│

㈡
）

　

興
福
寺
通
目
代
職
の
安
堵
に
際
し
、
隆
舜
の
当
知
行
に
問
題
が
な
い
か
南
都

奉
行
の
飯
尾
為
行
が
興
福
寺
寺
務
に
尋
ね
る
内
容
の
文
書
で
あ
る
。
調
査
の
上

で
当
知
行
安
堵
が
発
給
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

他
に
、
永
享
四
年
一
二
月
一
七
日
付
の
「
御
前
落
居
記
録）47
（

」
六
九
項
は
、

佐
々
木
大
原
氏
一
族
の
建
竪
書
記
と
得
長
蔵
主
に
よ
る
、
近
江
国
大
原
荘
内
長

禅
寺
と
寺
領
を
め
ぐ
る
相
論
の
記
録
で
あ
る
。
相
論
以
前
に
得
長
は
建
仁
寺
西

来
院
の
「
挙
状
」
に
よ
り
幕
府
安
堵
を
得
て
い
た
が
、
記
事
に
こ
う
あ
る
。

（
上
略
）
爰
彼
得
長
重
望
二―
申
安
堵
御
判
一
之
処
、
檀
那
大
原
判
官
、
就
二

此
寺
住
持
職
一
有
二
子
細
一
之
由
支
申
之
間
、
其
時
被
レ
召
二―
出
彼
建
竪
一
、

申
二―
披
之
一
、
已
前
以
二
得
長
所
レ
給
御
判
等
一
下
二―
給
建
竪
一
、
重
被
レ
成
二

還
補　

御
判
一
畢
、（
下
略
）

（「
御
前
落
居
記
録
」
六
九
項
）

　

す
な
わ
ち
、
当
知
行
人
の
得
長
が
義
教
の
「
安
堵
」
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
、

檀
那
の
大
原
判
官
が
異
議
を
申
し
立
て
た
こ
と
に
よ
り
建
竪
が
召
喚
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
主
張
を
尋
ね
た
上
で
、
建
竪
へ
の
返
付
（「
還
補
」）
が
決
定
し
た

と
い
う
。
大
原
判
官
が
異
議
を
述
べ
た
状
況
は
不
明
だ
が
、
安
堵
の
発
給
に
際

し
不
審
な
点
が
見
ら
れ
る
場
合
等
に
は
、
何
ら
か
の
調
査
が
な
さ
れ
る
場
合
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る）48
（

。

　

足
利
義
政
の
執
政
期
で
は
、
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
頃
以
降
、
寺
院
の
不

知
行
地
の
返
付
や
当
知
行
安
堵
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る）49
（

。

『
蔭
凉
軒
日
録
』
を
見
る
と
、
記
主
の
季
瓊
真
蘂
の
安
堵
申
請
に
関
し
て
、
長

禄
三
年
四
月
二
六
日
条
に
「
愚
老
知
行
并
諸
寺
庵
安
堵
御
判
、
以
二
飯
尾

加（
之
清
）

賀
守
一
可
レ
白
之
由
伺
レ
之
、
御
領
掌
云
々
」
と
あ
り
、
五
月
一
五
日
条
に

「
当
知
行
安
堵
御
判
被
レ
下
也
、
飯
尾
加
賀
守
書
二―
上
之
一
」
と
あ
る
。
申
請
を

受
け
た
奉
行
人
（
別
奉
行
）
が
義
政
へ
の
披
露
や
安
堵
の
執
筆
と
い
っ
た
発
給

の
手
続
を
行
い
、
実
態
調
査
の
手
続
は
確
認
で
き
な
い
。
長
禄
二
年
一
〇
月
三

日
条
に
「
禅
居
庵
続
目
御
判
、
如
二
前
代
一
御
判
被
レ
遊
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先

代
将
軍
の
安
堵
を
踏
襲
し
て
発
給
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　

以
上
、
寺
社
領
を
中
心
に
当
知
行
安
堵
の
手
続
を
見
た
。「
当
知
行
」
の
認

定
は
申
請
者
の
申
告
に
基
づ
く
の
が
基
本
的
な
在
り
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
）
50
（

。
安
堵
発
給
の
際
に
は
、
所
領
知
行
の
権
利
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
代
々

将
軍
の
安
堵
の
所
持
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
当
知
行
安
堵
は
単
な
る
実
態
保
護

の
制
度
と
は
言
い
難
い
。
吉
田
徳
夫
氏
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
当
知
行
安
堵
の

制
度
に
よ
り
、
戦
国
時
代
に
は
安
堵
の
効
力
の
存
在
を
「
当
知
行
」
と
称
す
る

変
化
が
あ
っ
た
と
い
う）51
（

。

２　
目
録
安
堵
の
手
続

　

室
町
時
代
の
当
知
行
安
堵
の
方
式
の
一
つ
と
し
て
、
目
録
記
載
地
の
安
堵
が

あ
る
。

　

そ
の
事
例
と
し
て
は
、
五
山
寺
院
や
醍
醐
寺
、
東
寺
等
の
京
都
の
寺
社
が
諸

国
所
領
を
一
括
し
て
目
録
に
記
載
し
て
安
堵
を
受
け
る
場
合
（
い
わ
ゆ
る
惣
安

堵
）
と
、
在
地
の
寺
社
が
買
得
地
や
寄
進
地
等
を
目
録
に
記
載
し
て
安
堵
を
受
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け
る
場
合
と
が
見
ら
れ
、
目
録
は
安
堵
の
事
書
に
「
注
文
在
レ
之
」・「
目
録
在
二 

別
紙
一
」
等
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
安
堵
に
つ
い
て
は
不
断
光
院
領
を
素
材
と
し

た
西
谷
正
浩
氏
の
研
究）52
（

が
あ
り
、「
地
主
的
土
地
所
有
地
」
に
対
す
る
特
権
付

与
だ
っ
た
と
い
う
。

　

目
録
安
堵
は
当
知
行
安
堵
の
実
施
に
伴
い
増
加
す
る）53
（

。
在
地
寺
院
の
事
例
か

ら
そ
の
手
続
を
見
た
い
。

　

尾
張
国
妙
興
寺
は
、
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）
に
足
利
義
満
御
判
御
教
書

（「
妙
興
寺
文
書
」『
愛
知
県
史
資
料
編
九
』
五
五
二
号
）、
応
永
一
八
年
（
一
四

一
一
）
と
同
三
二
年
に
足
利
義
持
御
判
御
教
書
（
同
九
七
五
号
・
一
二
三
三

号
）、
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
に
足
利
義
教
御
判
御
教
書
（
同
一
三
五
六
号
）、

文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
に
管
領
畠
山
持
国
下
知
状
（
同
一
七
五
五
号
）、
等

と
継
続
的
に
目
録
記
載
地
の
安
堵
を
受
け
た
。
義
持
の
安
堵
以
降
は
当
知
行
安

堵
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
応
永
一
八
年
の
事
例
を
挙
げ
る
。

（
花
（
足
利
義
持
）
押
）

尾
張
国
妙
興
寺
領
、
同
国
散
在
田
畠
注
文
在

レ
之

、
同
末
寺
等
事
、
早
任
二
代
々

支
証
并
当
知
行
之
旨
一
、
寺
家
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
状
如
レ
件
、

応
永
十
八
年
三
月
廿
三
日

（「
妙
興
寺
文
書
」『
愛
知
県
史
資
料
編
九
』
九
七
五
号
）

斉
藤
上（
玄
輔
）野

守
封
裏
、

尾
張
国
中
嶋
郡
内
長
嶋
山
妙
興
報
恩
禅
寺
領
、
同
郡
内
散
在
田
畠
等
坪
付

注
文

合

一
所
肆
町
弐
段
半
此
内
荒
野　
　

板
倉
保
地
頭
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
尾
少
輔
太
郎
寄
進
分

一
所
七
町
壱
段　
　
　
　
　

 

服
部
四
郎
左
衛
門
入
道
宗
直
、
自
二
荒
尾
方
一

買
得
寄
進
坪
付
別
紙
在
之

、

已
上

右
、
坪
付
注
文
如
レ
件
、

応
永
十
八
年
辛卯

三
月　

日

（
同
右
九
七
六
号
）

　

右
は
、
当
知
行
安
堵
と
そ
の
事
書
に
あ
る
「
注
文
」
の
案
文
で
あ
る
。
嘉
慶

二
年
と
文
安
元
年
の
「
注
文
」・「
目
録
」
等
に
は
、
右
の
寄
進
地
の
他
に
も
、

多
く
の
寄
進
地
の
所
在
・
面
積
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
妙
興
寺
領
の

一
部
で
あ
る
。「
代
々
支
証
」
と
「
当
知
行
」
が
安
堵
の
根
拠
だ
が
、
安
堵
は

目
録
と
同
月
に
発
給
さ
れ
て
お
り
、「
当
知
行
」
の
認
定
は
申
告
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
注
文
案
に
は
奉
行
人
斎
藤
玄
輔
が
裏
を
封
じ
た）54
（

旨
の
記
載
が

あ
り
、
他
に
も
目
録
に
奉
行
人
が
裏
判
を
据
え
た
事
例
が
確
認
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
越
前
国
称
念
寺
は
、
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
一
二
月
二
六
日
足

利
義
政
御
判
御
教
書
（「
称
念
寺
文
書
」〈『
福
井
県
史
資
料
編
四
』〉
二
号
）
に

よ
り
幕
府
祈
願
寺
と
し
て
、
目
録
の
記
載
地
を
安
堵
さ
れ
た
。
同
三
年
正
月
一

一
日
称
念
寺
置
文
（
同
五
号
）
に
「
御
判
之
書
上
目
録
裏
判
上
書
飯
尾
左（
之
種
）衛

門

大
輔
殿
下
総
殿

舎
弟

」
と
あ
り
、「
御
判
」
の
執
筆
と
「
目
録
」
の
裏
判
を
飯
尾
之
種
が

行
っ
た
と
い
う
。
実
際
に
、
多
数
の
田
畠
が
記
載
さ
れ
た
同
二
年
一
二
月
日
の

寺
領
目
録
（
同
三
号
）
の
紙
継
目
に
は
飯
尾
之
種
の
裏
判
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、
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安
堵
を
執
筆
す
る
奉
行
人
が
目
録
に
裏
判
を
据
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）55
（

。
な
お
、

目
録
の
裏
判
は
管
領
が
行
う
場
合
も
見
ら
れ
る）56
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
寺
社
宛
に
見
ら
れ
る
目
録
記
載
地
の
当
知
行
安
堵
は
室
町

時
代
に
増
加
す
る
安
堵
の
方
式
で
あ
り
、
京
都
の
寺
社
の
惣
安
堵
に
加
え
、
諸

国
寺
社
の
買
得
や
寄
進
に
よ
る
土
地
集
積
を
一
括
し
て
認
定
し
保
護
す
る
意
義

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
室
町
幕
府
の
安
堵
の
様
式
や
発
給
手
続
に
つ
い
て
、
室
町
時
代

を
中
心
に
事
例
検
討
を
行
っ
た
。
章
ご
と
に
要
点
を
ま
と
め
た
い
。

①
幕
府
安
堵
の
様
式
は
、
南
北
朝
時
代
以
来
、
譲
与
・
相
伝
・
公
験
等
に
基

づ
く
安
堵
が
中
心
だ
っ
た
が
、
応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
八
）
に

入
る
と
当
知
行
安
堵
が
増
加
し
、
将
軍
義
持
期
の
応
永
二
〇
年
代
に
は
原

則
化
す
る
。
こ
の
原
則
は
将
軍
義
教
期
以
降
の
安
堵
に
受
け
継
が
れ
る
。

ま
た
、
義
教
期
以
降
に
は
、
当
知
行
安
堵
の
原
則
と
、
武
家
の
相
続
人
の

決
定
の
在
り
方
の
変
化
に
よ
り
、
当
主
が
当
知
行
所
領
等
を
「
申
請
」
し
、

将
来
の
相
続
人
が
安
堵
さ
れ
る
様
式
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

②
当
知
行
安
堵
の
発
給
手
続
は
、
守
護
挙
状
に
よ
る
場
合
の
他
、
先
代
将
軍

の
文
書
に
基
づ
く
手
続
が
見
ら
れ
、
特
に
代
々
安
堵
の
所
持
が
重
視
さ
れ

た
。「
当
知
行
」
の
認
定
は
基
本
的
に
申
請
者
の
申
告
に
基
づ
く
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
安
堵
発
給
の
手
続
は
申
請
を
受
理
し
た
奉
行
人
が
行
う
。

室
町
時
代
に
は
寺
社
宛
を
中
心
に
目
録
記
載
地
の
当
知
行
安
堵
が
な
さ
れ
、

散
在
所
領
を
包
括
的
に
保
護
す
る
意
義
を
有
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
室
町
幕
府
の
安
堵
に
つ
い
て
、
応
永
二
〇
年

代
に
当
知
行
安
堵
が
原
則
化
し
、
足
利
義
教
の
執
政
期
以
降
に
受
け
継
が
れ
た

こ
と
を
述
べ
た
。
安
堵
に
「
当
知
行
」
を
明
記
す
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
り
、
そ

の
変
化
は
幕
府
の
所
領
制
度
の
全
体
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
か
。
最

後
に
、
他
の
制
度
と
の
関
連
に
つ
い
て
見
通
し
を
述
べ
た
い
。

　

ま
ず
先
行
研
究
が
注
目
す
る
よ
う
に
、
応
永
二
九
年
の
当
知
行
安
堵
施
行
の

停
止
（
追
加
法
一
七
七
条
）
と
そ
れ
に
伴
う
「
幕
府
―
守
護
体
制
」
の
変
化
は

重
要
な
論
点
と
な
る
。
𠮷
田
賢
司
氏
は
守
護
の
役
割
の
増
大
を
指
摘
す
る）57
（

が
、

幕
府
内
の
制
度
の
変
化
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
変
化
と
し
て
は
、
南
北
朝
時
代
以
来
多
数
発
給
さ
れ
て
き
た
、
所
領
押

領
の
訴
え
に
対
し
守
護
等
に
そ
の
停
止
と
訴
人
へ
の
沙
汰
付
を
命
じ
る
管
領
奉

書
が
応
永
三
〇
年
代
に
大
き
く
減
少
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る）58
（

。
こ
れ
以
前
と

比
較
し
て
、
不
知
行
地
の
回
復
を
命
じ
る
文
書
の
発
給
に
抑
制
的
な
姿
勢
が
見

受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
不
知
行
人
の
訴
え
へ
の
対
応
と
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
幕
府
の
裁
許

手
続
の
整
備
で
あ
る
。
将
軍
義
教
期
に
は
裁
許
に
お
い
て
「
理
非
」
を
問
う
姿

勢
が
見
ら
れ
る）59
（

が
、
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
裁
許
の
際
に
論
人
（「
当
知
行

人
」）
に
応
訴
を
求
め
る
手
続
は
義
持
期
の
応
永
三
〇
年
前
後
か
ら
整
備
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る）60
（

。
つ
ま
り
、
不
知
行
人
の
訴
え
に
対
し
て
相
論
と
い
う
形
で

対
応
す
る
手
続
の
整
備
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
当
知
行
安
堵
の
発
給
は
、
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当
知
行
人
と
の
応
対
を
重
視
す
る
点
で
、
こ
う
し
た
裁
許
手
続
の
変
化
と
の
共

通
性
を
持
つ
。

　

ま
た
、
右
の
よ
う
な
手
続
の
区
別
は
施
行
制
度
の
変
化
と
も
関
わ
り
、
当
知

行
地
↓
安
堵
（
施
行
な
し
）
と
い
う
原
則
に
対
し
、
不
知
行
地
↓
裁
許
（
勝
訴

の
場
合
、
施
行
あ
り
）
と
い
う
手
続
の
整
備
が
な
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、

虚
偽
申
請
に
基
づ
く
当
知
行
安
堵
の
発
給
等
に
よ
っ
て
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、

安
堵
の
効
力
は
裁
許
で
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
応
永
三
〇
年
頃
は
、
幕
府
制
度
上
に
様
々
な
変
化
が
観
察

さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
当
知
行
安
堵
の
実
施
は
当
知
行
保
護
の
重
視
と
い
う
幕

府
の
方
針
の
変
化
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
他
の
制
度
と
の

関
連
の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
右
に
述
べ
た
、
管
領
発
給
文
書
（
施

行
状
・
奉
書
）
や
裁
許
の
手
続
・
執
行
等
の
変
化
と
の
関
連
の
詳
細
に
つ
い
て

は
別
稿
を
期
し
た
い
。

註（
1
）　
〝
人
〞
か
ら
〝
モ
ノ
〞
へ
の
安
堵
の
対
象
の
変
化
に
つ
い
て
、
笠
松
宏
至

「
安
堵
の
機
能
」（
同
『
中
世
人
と
の
対
話
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、

初
出
一
九
八
六
年
）。
安
堵
の
性
質
の
変
化
に
つ
い
て
、
新
田
一
郎
「
統
治
権

的
支
配
」（『
日
本
歴
史
』
七
〇
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
。

（
2
）　

佐
藤
進
一
「
室
町
幕
府
開
創
期
の
官
制
体
系
」（
同
『
日
本
中
世
史
論
集
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
一
九
六
〇
年
）、
同
「
室
町
幕
府
論
」（
同
前
、

初
出
一
九
六
三
年
）。

（
3
）　

小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）。

（
4
）　

岩
元
修
一
「
南
北
朝
前
期
室
町
幕
府
の
安
堵
に
つ
い
て
」（『
九
州
史
学
』
九

五
号
、
一
九
八
九
年
）。

（
5
）　

先
行
研
究
で
は
「
当
知
行
地
安
堵
」
と
呼
ぶ
場
合
も
多
い
が
、
同
義
と
し
て

用
い
る
。

（
6
）　

吉
田
徳
夫
「
室
町
幕
府
知
行
制
の
一
考
察
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九
四
号
、
一

九
八
二
年
）。

 （
7
）　

𠮷
田
賢
司
「
室
町
幕
府
の
国
人
所
領
安
堵
」（『
日
本
史
研
究
』
五
〇
七
号
、

二
〇
〇
四
年
）。

（
8
）　

管
領
施
行
状
に
「
安
堵
」
と
呼
ば
れ
る
先
行
文
書
を
、「
下
文
」
と
対
比
し

て
論
じ
た
吉
田
俊
右
「
前
期
室
町
幕
府
の
『
下
文
』
と
『
安
堵
』」（『
日
本
史

研
究
』
五
〇
三
号
、
二
〇
〇
四
年
）
の
他
、
安
堵
施
行
の
事
例
等
に
つ
い
て
、

前
掲
註
（
７
）
𠮷
田
論
文
、
亀
田
俊
和
「
室
町
幕
府
安
堵
施
行
状
の
形
成
と
展

開
」（『
日
本
史
研
究
』
五
二
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
）
等
。

（
9
）　

前
掲
註
（
１
）
笠
松
論
文
三
七
頁
以
下
、
工
藤
勝
彦
「
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
安

堵
の
成
立
と
整
備
」（『
古
文
書
研
究
』
二
九
号
、
一
九
八
八
年
）、
七
海
雅
人

「
鎌
倉
幕
府
の
譲
与
安
堵
」（
同
『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
一
年
）
三
二
頁
以
下
、
等
。 

（
10
）　

近
藤
成
一
「
本
領
安
堵
と
当
知
行
地
安
堵
」（
石
井
進
編
『
都
と
鄙
の
中
世

史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）、
吉
原
弘
道
「
建
武
政
権
の
安
堵
に
関
す

る
一
考
察
―
元
弘
三
年
七
月
官
宣
旨
の
伝
来
と
機
能
を
中
心
に
―
」（『
古
文
書

研
究
』
四
〇
号
、
一
九
九
五
年
）
等
。
建
武
政
権
の
当
知
行
安
堵
に
関
す
る
最

近
の
研
究
と
し
て
、
村
井
章
介
「
建
武
政
権
の
所
領
政
策
」（
二
木
謙
一
編

『
戦
国
織
豊
期
の
社
会
と
儀
礼
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（
11
）　

前
掲
註
（
10
）
近
藤
論
文
。
牧
健
二
氏
も
当
知
行
安
堵
を
受
け
る
必
要
性
は

平
時
で
は
な
く
戦
時
に
高
ま
っ
た
と
す
る
（『
日
本
封
建
制
度
成
立
史
』〈
弘
文

堂
書
房
、
一
九
三
五
年
〉
四
三
三
頁
）。

（
12
）　

拙
稿
「
室
町
幕
府
『
論
人
奉
行
』
制
の
形
成
」（『
日
本
歴
史
』
七
二
六
号
、

二
〇
〇
八
年
）
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
足
利
義
持
・
義
教
の
執
政
期
に
は
所
務
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相
論
の
「
理
非
」
判
断
の
手
続
が
整
備
さ
れ
る
。

（
13
）　

本
稿
で
検
討
す
る
様
式
は
、
安
堵
の
事
書
や
本
文
の
表
記
に
つ
い
て
で
あ
る
。

文
書
の
署
判
・
年
付
・
宛
所
等
に
つ
い
て
は
、
上
島
有
「
室
町
幕
府
文
書
」

（
赤
松
俊
秀
他
編
『
日
本
古
文
書
学
講
座
四
中
世
編
Ⅰ
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九

八
〇
年
）
参
照
。
御
内
書
に
つ
い
て
は
、
加
藤
岡
知
恵
子
「
室
町
殿
の
御
内
書

に
見
る
公
武
の
家
格
相
当
に
つ
い
て
」（『
古
文
書
研
究
』
四
六
号
、
一
九
九
七

年
）
も
参
照
。

（
14
）　

南
北
朝
・
室
町
時
代
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
紛
失
安
堵
や
外
題
安
堵
等
は
個

別
に
は
検
討
し
な
い
。

（
15
）　

前
掲
註
（
４
）
岩
元
論
文
二
〜
五
頁
。

（
16
）　

前
掲
註
（
７
）
𠮷
田
論
文
四
五
頁
以
下
。
な
お
、「
調
査
型
」
安
堵
の
事
例

と
さ
れ
る
貞
和
四
年
一
一
月
七
日
足
利
直
義
下
文
（「
倉
持
文
書
」〈『
栃
木
県

史
史
料
編
中
世
三
』〉
一
一
・
一
二
号
）
等
も
譲
与
安
堵
で
あ
る
。

（
17
）　

多
く
の
事
例
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、
譲
与
…
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
四
月

二
一
日
足
利
義
満
下
文
（「
士
林
證
文
」『
南
北
朝
遺
文
中
国
四
国
編
』〈
東
京

堂
出
版
〉
四
四
九
三
号
）、
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
八
月
二
七
日
足
利
義
満

御
判
御
教
書
（「
勝
山
小
笠
原
文
書
」『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
一
二
』）、
相
伝
…

至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
一
〇
月
七
日
足
利
義
満
御
判
御
教
書
（『
大
日
本
古

文
書
毛
利
家
文
書
』
一
三
五
〇
号
）、
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
八
月
七
日
足

利
義
満
御
判
御
教
書
（『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
一
〇
〇
三
号
）、
等
。

（
18
）　

前
掲
註
（
３
）
小
川
著
書
第
４
表
Ｂ
・
第
12
表
・
第
15
表
等
。

（
19
）　

一
例
ず
つ
挙
げ
る
。
寄
進
状
…
永
徳
三
年
六
月
二
一
日
付
（『
永
源
寺
関
係

寺
院
古
文
書
等
調
査
報
告
書
』
四
〇
号
）、
譲
与
…
康
暦
元
年
四
月
一
七
日
付

（『
大
日
本
古
文
書
醍
醐
寺
文
書
』
一
八
一
五
号
）、
守
護
の
「
申
請
」
…
至
徳

三
年
四
月
七
日
付
（「
永
興
寺
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
中
国
四
国
編
』
四
九
九
九

号
）。
い
ず
れ
も
文
書
様
式
は
足
利
義
満
御
判
御
教
書
。

（
20
）　

沽
却
…
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
九
月
二
三
日
足
利
義
満
御
判
御
教
書
案

（『
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
伝
え
た
古
文
書　

佐
々
木
文
書
』〈
島
根
県
古
代
文
化

セ
ン
タ
ー
〉
六
九
号
）、
相
博
…
応
永
一
三
年
四
月
二
三
日
足
利
義
満
御
判
御

教
書
（『
大
日
本
古
文
書
上
杉
家
文
書
』
七
九
号
）。

（
21
）　

他
に
、
安
堵
…
応
永
一
七
年
一
〇
月
二
日
足
利
義
持
御
判
御
教
書
（「
廬
山

寺
文
書
」『
大
日
本
史
料
七
編
之
一
三
』）、
下
文
…
康
暦
三
年
（
一
三
八
一
）

二
月
一
六
日
足
利
義
満
御
判
御
教
書
（「
尊
経
閣
古
文
書
纂
」『
愛
知
県
史
資
料

編
九
』
三
八
六
号
）、
等
。

（
22
）　

至
徳
三
年
九
月
六
日
足
利
義
満
御
判
御
教
書
（『
長
福
寺
文
書
の
研
究
』〈
山

川
出
版
社
〉
五
九
八
号
）。

（
23
）　

明
徳
元
年
一
二
月
一
四
日
足
利
義
満
御
判
御
教
書
（「
土
岐
文
書
」〈『
岐
阜

県
史
史
料
編
古
代
・
中
世
四
』〉
一
二
号
）、
応
永
六
年
一
二
月
一
二
日
足
利
義

満
御
判
御
教
書
（「
本
郷
文
書
」〈『
福
井
県
史
資
料
編
二
』〉
七
三
号
）
等
。

（
24
）　
『
白
河
市
史
資
料
編
二
』
三
二
四
号
以
下
の
文
書
を
参
照
。

（
25
）　

前
掲
註
（
７
）
𠮷
田
論
文
五
〇
頁
。

（
26
）　

応
永
元
年
八
月
五
日
付
（「
西
琳
寺
文
書
」『
藤
井
寺
市
史
四
』
一
八
八
号
）、

応
永
二
年
四
月
一
一
日
付
（「
古
證
文
」〈『
大
日
本
史
料
七
編
之
二
』〉）、
応
永

三
年
二
月
二
一
日
付
（「
楓
軒
文
書
纂
」〈
同
前
〉）、
同
年
三
月
二
二
日
付

（「
稲
荷
神
社
文
書
」〈
同
前
〉）、
応
永
八
年
三
月
八
日
付
（「
神
護
寺
文
書
」

〈
同
前
四
〉）
等
。
い
ず
れ
も
文
書
様
式
は
足
利
義
満
御
判
御
教
書
。

（
27
）　

前
掲
註
（
７
）
𠮷
田
論
文
五
〇
〜
五
二
頁
。

（
28
）　

管
領
奉
書
に
よ
り
安
堵
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
事
例
は
、
𠮷
田
賢
司

「
将
軍
足
利
義
教
期
の
管
領
奉
書
」（『
古
文
書
研
究
』
五
七
号
、
二
〇
〇
三
年
）

第
一
表
に
提
示
が
あ
る
。

（
29
）　

案
文
・
写
を
含
み
、
年
次
の
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。
以
下
の
文
書
は
煩

雑
と
な
る
た
め
、
原
則
と
し
て
【
表
Ⅰ
】
か
ら
は
除
外
し
た
。
①
宛
行
と
の
区

別
が
困
難
な
、
個
人
宛
に
知
行
・
領
掌
等
を
認
め
る
文
書
（﹇
応
永
二
六
年
﹈

一
一
月
一
二
日
足
利
義
持
御
内
書
〈『
大
日
本
古
文
書
醍
醐
寺
文
書
』
九
二
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号
〉
等
）、
②
祈
願
寺
認
定
と
寺
領
安
堵
を
行
う
文
書
（
応
永
二
三
年
七
月
一

一
日
足
利
義
持
御
判
御
教
書
〈『
泉
州
久
米
田
寺
文
書
』
一
三
二
号
〉
等
）、
③

課
役
免
除
・
守
護
使
不
入
と
所
領
安
堵
を
行
う
文
書
（
永
享
一
二
年
一
〇
月
二

七
日
足
利
義
教
御
判
御
教
書
〈「
開
口
神
社
文
書
」『
堺
市
史
四
』〉
等
）。

　
　
　

典
拠
（
刊
本
・
文
書
番
号
）
を
年
次
順
で
示
す
。『
大
日
本
史
料
七
編
』＝

『
史
（
冊
）』、『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
文
書
は
家
名
の
み
表
記
、『
静
岡
県

史
資
料
編
六
』＝『
静
』、『
愛
知
県
史
資
料
編
九
』＝『
愛
』、『
岐
阜
県
史
史
料
編

古
代
・
中
世
』＝『
岐
（
巻
）』、『
四
日
市
市
史
七
』＝『
四
』、『
福
井
県
史
資
料

編
』＝『
福
（
巻
）』、『
兵
庫
県
史
史
料
編
中
世
』＝『
兵
（
巻
）』、『
加
能
史
料
室

町
』＝『
加
（
巻
）』、『
大
日
本
古
文
書
石
清
水
文
書
（
菊
大
路
家
文
書
）』＝『
石

清
水
』、『
鹿
王
院
文
書
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
）＝『
鹿
王
』、『
南
禅
寺
文
書
』

（
南
禅
寺
宗
務
本
所
）＝『
南
禅
』、『
東
寺
文
書
聚
英
』（
同
朋
舎
出
版
）＝『
聚

英
』、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
四
年
閏
九
月
一
日
条
＝『
大
乗
院
』、「
東

寺
百
合
文
書
」＝
「
東
百
」、「
北
野
天
満
宮
寄
進
状
御
朱
印
写
壱
巻
」＝「
北
野
」

（
番
号
は
『
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
特
別
展
『
学
問
の
神
』
を
さ
さ
え
た
人
び

と
』
一
二
頁
の
表
に
よ
る
）、『
永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査
報
告
書
』
＝

「
永
源
寺
」、
と
略
記
す
る
。
※
（
内
）
は
御
内
書
（
日
下
署
判
で
、
年
付
な
し

か
付
年
号
の
書
札
様
文
書
）。
安
堵
は
当
知
行
安
堵
以
外

4

4

に
傍
線
を
付
す
。

《
義
持
期
》

○
寄
進
…
〔
応
永
一
五
〕『
石
清
水
』
一
六
〇
、「
北
野
」
三
八
、〔
同
一
六
〕「
等

持
院
常
住
記
録
」、『
石
清
水
』
一
三
五
、〔
同
一
七
〕「
等
持
院
常
住
記
録
」、

〔
同
一
九
〕『
石
清
水
』
一
六
二
、「
北
野
」
四
二
、「
等
持
院
常
住
記
録
」、〔
同

二
〇
〕「
等
持
院
常
住
記
録
」、〔
同
二
二
〕「
等
持
院
常
住
記
録
」、『
石
清
水
』

一
六
三
、『
醍
醐
寺
』
八
七
、〔
同
二
三
〕『
石
清
水
』
一
六
四
、「
北
野
」
四
四
、

〔
同
二
四
〕「
北
野
」
四
五
、『
石
清
水
』
一
三
七
、〔
同
二
五
〕「
手
鑑
」（『
史

（
三
〇
）』）、「
北
野
」
四
七
・
四
八
、〔
同
二
六
〕「
北
野
」
四
九
、『
醍
醐
寺
』

九
〇･

九
一
、〔
同
二
七
〕「
北
野
」
五
〇
、『
石
清
水
』
一
三
八
、〔
同
二
八
〕

「
北
野
」
五
一
・
五
八
、〔
同
二
九
〕『
醍
醐
寺
』
九
五
、〔
同
三
〇
〕『
長
楽
寺

の
名
宝
』（
京
都
国
立
博
物
館
）
四
一
、「
北
野
」
六
〇
、〔
同
三
一
〕「
東
大
寺

尊
勝
院
文
書
」（『
四
』）、〔
同
三
二
〕「
清
和
院
文
書
」（『
静
』）、『
醍
醐
寺
』

九
七
、『
図
書
寮
叢
刊
壬
生
家
文
書
』
三
八
九
、〔
同
三
四
〕「
東
寺
霊
宝
蔵
中

世
文
書
」。

○
返
付
…
〔
応
永
一
五
〕『
南
禅
』
一
二
五
、〔
同
一
六
〕「
天
龍
寺
文
書
」（『
史

（
一
二
）』）、『
妙
法
院
史
料
五
』（
吉
川
弘
文
館
）
七
七
、〔
同
一
七
〕『
東
南

院
』
七
六
〇
、〔
同
二
四
〕「
氏
経
卿
引
付
」（『
三
重
県
史
資
料
編
中
世
一
』）、

〔
同
二
九
〕『
大
乗
院
』、〔
同
三
一
〕「
実
相
院
文
書
」（『
四
』）、『
真
珠
庵
』
二

三
六
、〔
同
三
二
〕『
鹿
王
』
四
一
六
。

○
安
堵
…
〔
応
永
一
五
〕「
天
龍
寺
文
書
」（『
史
（
一
〇
）』）、『
増
補
八
坂
神
社
文

書
』（
臨
川
書
店
）
八
六
五
、「
服
部
玄
三
氏
所
蔵
文
書
」、「
東
百
」
ユ
函
五
八
、

「
総
持
尼
寺
文
書
」（『
愛
』）、「
松
原
八
幡
神
社
文
書
」（『
兵
（
二
）』）、〔
同
一

六
〕「
東
大
寺
文
書
」（『
兵
（
五
）』）、『
熊
野
那
智
大
社
文
書
』
一
〇
五
四
、

「
北
野
」
三
九
、『
図
書
寮
叢
刊
九
条
家
文
書
』
二
〇
四
九
、「
楞
厳
寺
文
書
」

（『
兵
（
三
）』）、『
妙
法
院
史
料
五
』
七
八
（
内
）、「
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
文
書
」

（『
岐
（
四
）』）、『
長
楽
寺
の
名
宝
』
三
八
、〔
同
一
七
〕「
永
源
寺
」
六
六
、

『
聚
英
』
三
〇
二
、『
醍
醐
寺
』
八
五
・
四
五
七
、「
廬
山
寺
文
書
」（『
史
（
一

三
）』）、「
東
寺
文
書
」
甲
外
二
六
、「
東
百
」
マ
函
八
二
、『
醍
醐
寺
』
八
三
、

〔
同
一
八
〕『
大
乗
院
』、『
鹿
王
』
三
四
三
、「
妙
興
寺
文
書
」（『
愛
』）、「
醍
醐

報
恩
院
法
流
并
門
跡
相
承
系
図
」（『
史
（
一
四
）』）、「
門
主
伝
」・「
保
阪
潤
治

氏
所
蔵
文
書
」（
同
前
、
内
）、「
実
相
院
文
書
」（
同
前
）、『
東
南
院
』
七
六
一
、

「
随
心
院
文
書
」（『
長
岡
京
市
史
資
料
編
二
』）、「
穴
太
寺
文
書
」（『
新
修
亀
岡

市
史
資
料
編
一
』）、『
大
徳
寺
』
三
三
〇
七
、「
園
城
寺
文
書
」、「
護
国
寺
文

書
」（『
史
（
一
四
）』、「
浄
土
寺
文
書
」（『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
』）、

〔
同
一
九
〕『
醍
醐
寺
』
二
九
四
四
、「
今
川
家
古
文
章
写
」（『
静
』）、「
古
今
令

旨
」（『
史
（
一
五
）』、
内
）、「
東
百
」
み
函
六
八
、「
大
乗
寺
文
書
」（『
加
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（
Ⅰ
）』）、「
興
国
寺
文
書
」・「
霊
源
院
文
書
」（『
史
（
一
七
）』）、「
永
源
師
檀

紀
年
録
」、〔
同
二
〇
〕「
円
光
寺
文
書
」（『
三
重
県
史
資
料
編
中
世
二
』）、「
富

岡
文
書
」・「
地
蔵
院
文
書
」（『
史
（
一
八
）』）、『
醍
醐
寺
』
二
九
四
四
、「
服

部
玄
三
氏
所
蔵
文
書
」、「
寿
寧
院
文
書
」、〔
同
二
一
〕「
永
源
寺
」
七
一
、「
海

蔵
院
文
書
」（『
愛
』）、〔
同
二
二
〕「
真
乗
院
文
書
」（『
史
（
二
二
）』）、『
長
福

寺
文
書
の
研
究
』
七
七
六
、『
妙
法
院
史
料
五
』
一
八
九
、〔
同
二
四
〕『
阿
蘇
』、

『
平
賀
』
一
一
・
一
二
、〔
同
二
五
〕「
足
利
義
持
御
判
御
教
書
」（『
史
（
三

〇
）』）、「
胡
宮
神
社
文
書
」（『
新
修
彦
根
市
史
五
』）、「
善
峯
寺
文
書
」、〔
同

二
六
〕「
清
和
院
文
書
」（『
愛
』）、「
大
通
寺
文
書
」、「
地
蔵
院
文
書
」、「
永
保

寺
文
書
」（『
岐
（
一
）』）、〔
同
二
七
〕「
清
和
院
文
書
」、「
天
寧
寺
文
書
」

（『
福
知
山
市
史
史
料
編
一
』）、〔
同
二
八
〕『
南
禅
』
一
二
五
、「
天
寧
寺
文
書
」、

「
若
王
子
神
社
文
書
」（『
静
』）、〔
同
二
九
〕『
鹿
王
』
四
〇
七
、「
安
国
寺
文

書
」（『
兵
（
七
）』）、「
天
龍
寺
文
書
」（『
新
修
亀
岡
市
史
資
料
編
一
』）、「
氏

経
卿
引
付
」、〔
同
三
〇
〕「
胡
宮
神
社
文
書
」、「
前
田
家
所
蔵
文
書
」、〔
同
三

一
〕「
北
野
」
六
二
、『
大
乗
院
』、「
醍
醐
寺
文
書
」（『
四
』）、「
一
乗
院
文
書
」、

〔
同
三
二
〕「
妙
興
寺
文
書
」、「
千
家
家
文
書
」（『
大
社
町
史
史
料
編
古
代
・
中

世
上
』）、〔
同
三
三
〕「
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
文
書
」（『
愛
』）、『
金
剛
三
昧

院
文
書
』
一
六
三
、「
東
福
寺
文
書
（
海
蔵
院
）」（『
兵
（
八
）』）、〔
同
三
四
〕

「
天
龍
寺
文
書
」、「
西
琳
寺
文
書
」（『
藤
井
寺
市
史
四
』）。

○
裁
許
…
〔
応
永
一
五
〕「
東
百
」
ホ
函
四
一
、〔
同
一
八
〕「
神
護
寺
文
書
」・「
稲

荷
神
社
文
書
」（『
史
（
一
四
）』）、〔
同
一
九
〕「
地
蔵
院
文
書
」（『
史
（
一

五
）』）、〔
同
二
一
〕「
実
相
院
文
書
」（『
史
（
二
〇
）』）、〔
同
二
五
〕「
宏
徳
寺

旧
記
」（『
史
（
三
〇
）』）、〔
同
三
〇
〕「
北
野
」
五
九
、〔
同
三
一
〕「
東
百
」

ヒ
函
六
八
、「
東
大
寺
文
書
」（『
兵
（
五
）』）、〔
同
三
四
〕『
聚
英
』
一
三
四
。

《
義
教
期
》

○
寄
進
…
〔
永
享
二
〕「
清
和
院
文
書
」、〔
同
三
〕「
天
龍
寺
文
書
」（『
四
』）、〔
同

八
〕「
大
東
家
文
書
」（『
春
日
大
社
文
書
六
』
吉
川
弘
文
館
）
一
一
一
、〔
同
一

二
〕「
清
和
院
文
書
」（『
岐
（
四
）』）。

○
安
堵
…
〔
正
長
二
・
永
享
元
〕「
穴
太
寺
文
書
」（『
新
修
亀
岡
市
史
資
料
編
一
』）、

「
東
大
寺
文
書
」（『
富
山
県
史
史
料
編
Ⅱ
』）、「
多
田
神
社
文
書
」（『
兵

（
一
）』）、『
醍
醐
寺
』
一
一
〇
（
内
）、「
天
龍
寺
所
蔵
文
書
」（『
加
（
Ⅱ
）』）、

「
松
原
八
幡
神
社
文
書
」（『
兵
（
二
）』）、「
北
野
文
書
」、「
安
国
寺
文
書
」

（『
兵
（
七
）』）、〔
永
享
二
〕『
石
清
水
』
一
六
五
、「
妙
興
寺
文
書
」（『
愛
』）、

「
大
通
寺
文
書
」、「
森
川
文
書
」（『
枚
方
市
史
六
』）、「
古
文
書
」（『
後
鑑
』）、

「
西
福
寺
文
書
」（『
福
（
八
）』）、「
大
乗
寺
文
書
」（『
加
（
Ⅱ
）』）、〔
同
三
〕

「
海
蔵
院
文
書
」・「
清
和
院
文
書
」（『
愛
』）、「
海
蔵
院
文
書
」（『
信
濃
史
料
』）、

『
大
乗
院
』、〔
同
四
〕「
永
保
寺
文
書
」（『
岐
（
一
）』）、「
東
百
」
ミ
函
九
〇
、

『
聚
英
』
三
〇
〇
、「
広
隆
寺
文
書
」（『
岐
（
四
）』）、「
天
龍
寺
文
書
」、『
九
条

家
文
書
』
二
〇
四
九
、「
寿
寧
院
文
書
」、「
善
峯
寺
文
書
」、〔
同
五
〕「
前
田
育

徳
会
所
蔵
文
書
」（『
富
山
県
史
史
料
編
Ⅱ
』）、「
実
相
院
文
書
」（『
静
』）、「
南

禅
寺
慈
聖
院
文
書
」（『
加
（
Ⅱ
）』）、「
一
乗
院
文
書
」、『
阿
蘇
』、〔
同
六
〕

「
円
光
寺
文
書
」（『
三
重
県
史
資
料
編
中
世
二
』）、〔
同
七
〕『
鹿
王
』
四
二

七
・
四
二
八
、『
醍
醐
寺
』
一
一
六
、『
武
家
手
鑑
』
中
ノ
一
〇
、〔
同
八
〕『
醍

醐
寺
』
一
一
九
、『
長
福
寺
文
書
の
研
究
』
八
四
〇
、「
服
部
玄
三
氏
所
蔵
文

書
」、〔
同
九
〕「
徴
古
雑
抄
」、〔
同
一
〇
〕「
浄
土
寺
文
書
」（『
広
島
県
史
古
代

中
世
資
料
編
Ⅳ
』）、「
勝
持
寺
文
書
」、「
楞
厳
寺
文
書
」（『
兵
（
三
）』）、「
東

寺
霊
宝
蔵
中
世
文
書
」、「
西
琳
寺
文
書
」（『
藤
井
寺
市
史
四
』）、〔
同
一
一
〕

「
雨
森
善
四
郎
氏
所
蔵
文
書
」（『
新
修
亀
岡
市
史
資
料
編
一
』）、〔
同
一
二
〕

「
極
楽
寺
文
書
」。

○
裁
許
…
〔
永
享
二
〕「
臨
川
寺
文
書
」（『
福
（
二
）』）、「
上
賀
茂
神
社
文
書
」

（『
早
稲
田
大
学
所
蔵
荻
野
研
究
室
収
集
文
書
上
』
三
三
）、〔
同
三
〕『
東
大
寺
』

一
二
五
三
、〔
同
四
〕「
九
条
満
家
公
引
付
」（『
九
条
家
歴
世
記
録
二
』）、〔
同

六
〕『
醍
醐
寺
』
二
七
五
六
。

（
30
）　

義
持
期
に
寄
進
が
多
い
が
、
義
持
の
仏
神
信
仰
と
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
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の
点
に
つ
い
て
、
村
尾
元
忠
「
足
利
義
持
の
神
仏
依
存
傾
向
」（
安
田
元
久
先

生
退
任
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
中
世
日
本
の
諸
相 

下
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
九
年
）
参
照
。

（
31
）　

当
知
行
安
堵
以
外
と
し
た
安
堵
は
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
事
例
が
多
く
、

応
永
二
〇
年
代
以
降
は
根
拠
が
示
さ
れ
る
場
合
、「
当
知
行
」
の
語
を
含
む
も

の
が
ほ
と
ん
ど
と
な
る
。

（
32
）　

応
永
二
九
年
（
一
四
二
二
）
七
月
四
日
足
利
義
持
御
判
御
教
書
案
（「
東
山

御
文
庫
記
録
」〈『
福
井
県
史
資
料
編
二
』〉
一
八
号
）、
永
享
元
年
（
一
四
二

九
）
九
月
一
四
日
足
利
義
教
御
判
御
教
書
（「
千
家
達
彦
氏
所
蔵
文
書
」『
愛
知

県
史
資
料
編
九
』
一
三
四
一
号
）。

（
33
）　
「
相
伝
」
や
「
公
験
」
が
「
当
知
行
」
と
併
記
さ
れ
る
安
堵
は
当
知
行
安
堵

全
体
の
三
割
程
で
あ
る
。

（
34
）　

佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
二
巻
室
町
幕
府
法
』〔
一
一

刷
〕（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）。
以
下
、
追
加
法
は
本
書
所
収
の
室
町
幕
府

追
加
法
を
指
す
。

（
35
）　

前
掲
註
（
１
）
笠
松
論
文
五
二
頁
、
前
掲
註
（
７
）
𠮷
田
論
文
五
五
頁
。

（
36
）　

安
堵
施
行
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
８
）
の
諸
論
文
を
参
照
。

（
37
）　

前
掲
註
（
７
）
𠮷
田
論
文
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
38
）　

宝
徳
四
年
（
一
四
五
二
）
二
月
六
日
管
領
畠
山
持
国
下
知
状
（「
美
吉
文
書
」

『
静
岡
県
史
資
料
編
六
』
二
一
三
九
号
）、
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
九
月
一
一

日
管
領
細
川
勝
元
奉
書
（『
大
日
本
古
文
書
毛
利
家
文
書
』
一
〇
〇
号
）
等
。

（
39
）　
「
大
通
寺
文
書
」
所
収
の
西
八
条
遍
照
心
院
敷
地
等
に
対
す
る
安
堵
を
見
る

と
、
応
永
二
六
年
の
義
持
の
安
堵
に
、
義
満
の
安
堵
（
応
永
六
年
）
に
は
見
ら

れ
な
い
、「
当
知
行
」
に
任
せ
て
と
い
う
文
言
が
加
わ
り
、
以
後
、
永
享
二
年

（
一
四
三
〇
）
に
義
教
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
に
管
領
畠
山
持
国
、
寛
正

三
年
（
一
四
六
二
）
に
義
政
が
そ
れ
ぞ
れ
当
知
行
安
堵
を
行
っ
て
お
り
、
義
持

期
の
変
化
が
明
確
に
確
認
で
き
る
。

（
40
）　

文
安
五
年
三
月
一
一
日
管
領
細
川
勝
元
下
知
状
（『
大
日
本
古
文
書
石
清
水

文
書
（
菊
大
路
家
文
書
）』
二
一
一
号
）、
宝
徳
二
年
八
月
二
四
日
管
領
畠
山
持

国
下
知
状
（『
大
日
本
古
文
書
小
早
川
家
文
書
』
八
四
号
）
等
。

（
41
）　

寛
正
三
年
四
月
五
日
益
田
兼
堯
譲
状
（『
大
日
本
古
文
書
益
田
家
文
書
』
一

八
三
号
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
寛
司
・
岡
崎
三
郎
『
史
料
集
益
田
兼

堯
と
そ
の
時
代
―
益
田
家
文
書
の
語
る
中
世
の
益
田
二
―
』（
益
田
市
教
育
委

員
会
、
一
九
九
六
年
）
七
二
頁
も
参
照
。

（
42
）　

以
上
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
川
添
昭
二
「
室
町
幕
府
奉
公
衆
筑
前
麻
生
氏
に

つ
い
て
」（
同
『
九
州
中
世
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
初
出

一
九
七
五
年
）
一
九
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
43
）　

同
様
の
様
式
の
安
堵
は
寺
社
宛
に
も
見
ら
れ
る
。
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）

一
二
月
一
五
日
足
利
義
政
御
判
御
教
書
（「
日
前
宮
文
書
」『
和
歌
山
市
史
古

代
・
中
世
史
料
』
二
〇
九
号
）
等
。

（
44
）　

前
掲
註
（
７
）
𠮷
田
論
文
三
六
〜
三
八
頁
。

（
45
）　

以
下
、
別
奉
行
の
人
員
の
考
証
は
、
今
谷
明
「
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
の
基

礎
的
考
察
」（
同
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、

初
出
一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。

（
46
）　

他
に
、
応
永
二
九
年
の
「
御
成
敗
条
々
」
に
含
ま
れ
る
追
加
法
一
七
一
条
は
、

諸
国
の
寺
院
（「
寺
庵
」）
の
安
堵
に
つ
い
て
、「
甲
乙
人
等
之
寄
進
」
や
「
買

得
券
契
之
由
緒
」
と
称
し
て
申
請
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
地
頭
御
家
人
等
が
「
御

下
文
以
下
証
文
」
を
添
付
す
れ
ば
発
給
す
る
と
し
、
こ
の
時
期
の
安
堵
に
お
け

る
公
験
の
重
視
を
示
す
。
こ
の
法
令
に
つ
い
て
、
細
川
武
稔
「
室
町
将
軍
家
祈

願
寺
の
諸
相
」（『
寺
院
史
研
究
』
七
号
、
二
〇
〇
三
年
）
九
頁
以
下
参
照
。

（
47
）　

桑
山
浩
然
校
訂
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
上
巻
』（
近
藤
出
版
社
、
一
九

八
〇
年
）
に
収
録
。
本
項
に
現
れ
る
大
原
氏
と
そ
の
氏
寺
長
禅
寺
に
つ
い
て
は
、

太
田
浩
司
「
湖
北
に
お
け
る
奉
公
衆
の
動
向
―
佐
々
木
大
原
氏
を
中
心
と
し
て

―
」（『
駿
台
史
学
』
八
三
号
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。
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（
48
）　

但
し
、
事
例
は
義
教
期
に
見
ら
れ
、
義
教
期
の
特
徴
と
も
考
え
う
る
。

（
49
）　

百
瀬
今
朝
雄
「
応
仁
・
文
明
の
乱
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
七
中
世
三
』
岩

波
書
店
、
一
九
七
六
年
）、
前
掲
註
（
６
）
吉
田
論
文
四
五
頁
、
榎
原
雅
治

「
室
町
殿
の
徳
政
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
〇

号
、
二
〇
〇
六
年
）
等
。

（
50
）　

文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
八
月
二
四
日
の
追
加
法
二
七
〇
条
に
は
、
当
知
行

安
堵
に
つ
い
て
、「
領
知
無
二
相
違
一
之
旨
、
召
二―
置
訴
人
請
文
一
、
可
レ
伺
二―
申 

之
一
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
申
請
者
が
当
知
行
で
あ
る
旨
の
「
請
文
」
を
提

出
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
51
）　

前
掲
註
（
６
）
吉
田
論
文
四
九
〜
五
〇
頁
。

（
52
）　

西
谷
正
浩
「
所
有
・
相
続
と
い
う
視
点
か
ら
み
た
十
四
│
十
五
世
紀
の
一
寺

院
―
九
条
殿
御
寺
不
断
光
院
の
場
合
―
」（
九
州
大
学
国
史
学
研
究
室
編
『
古

代
中
世
史
論
集
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）。

（
53
）　

当
知
行
安
堵
の
早
い
事
例
は
目
録
安
堵
が
多
い
。
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）

五
月
一
三
日
付
（「
永
保
寺
文
書
」〈『
岐
阜
県
史
史
料
編
古
代
・
中
世
一
』〉
二

〇
号
、
目
録
は
同
二
七
号
カ
）、
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
八
月
五
日
付
（「
西

琳
寺
文
書
」『
藤
井
寺
市
史
四
』
一
八
八
号
、
目
録
は
同
一
八
七
号
）。
い
ず
れ

も
文
書
様
式
は
足
利
義
満
御
判
御
教
書
。

（
54
）　
「
封
裏
」
に
つ
い
て
は
、
笠
松
宏
至
「『
裏
を
封
ず
る
』
と
い
う
こ
と
」（
同

『
法
と
言
葉
の
中
世
史
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）』
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、

初
出
一
九
七
九
年
）
参
照
。

（
55
）　

別
奉
行
を
有
す
る
当
事
者
は
別
奉
行
が
こ
の
手
続
を
行
う
。
例
え
ば
、
享
徳

四
年
（
一
四
五
五
）
七
月
一
一
日
祇
園
社
領
当
知
行
分
目
録
案
（「
祇
園
社
記

雑
纂
第
二
」『
増
補
続
史
料
大
成
四
六
巻
』〈
臨
川
書
店
〉）
に
「
社
家
奉
行
飯

尾
肥（
為
種
）前
目
録
裏
符
書﹇
署
﹈名
」
と
あ
る
。

（
56
）　

応
永
一
八
年
三
月
一
七
日
足
利
義
持
御
判
御
教
書
（『
鹿
王
院
文
書
の
研
究
』

〈
思
文
閣
出
版
〉
三
四
三
号
）、
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
五
月
一
六
日
足
利
義

教
御
判
御
教
書
（
同
四
二
八
号
）。

（
57
）　

前
掲
註
（
７
）
𠮷
田
論
文
五
五
頁
以
下
。

（
58
）　

前
掲
註
（
28
）
𠮷
田
論
文
の
第
一
表
。
但
し
、
𠮷
田
氏
は
変
化
の
画
期
を
管

領
細
川
持
之
の
時
期
に
置
き
、
義
教
に
よ
る
管
領
制
改
革
と
の
関
連
を
述
べ
る

（
五
八
頁
）。

（
59
）　

鳥
居
和
之
「
室
町
幕
府
の
訴
状
の
受
理
方
法
│
義
教
・
義
政
期
を
中
心
に

│
」（『
日
本
史
研
究
』
三
一
一
号
、
一
九
八
八
年
）、
設
楽
薫
「
将
軍
足
利
義

教
の
『
御
前
沙
汰
』
体
制
と
管
領
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
八
号
、
一
九
九

三
年
）
等
。

（
60
）　

前
掲
註
（
12
）
拙
稿
。

（
付
記
）

　

成
稿
後
、
家
永
遵
嗣
「
建
武
政
権
と
室
町
幕
府
と
の
連
続
と
不
連
続
」（『
九
州
史

学
』
一
五
四
号
、
二
〇
一
〇
年
一
月
）
が
発
表
さ
れ
た
。
当
知
行
安
堵
の
法
的
性

質
等
に
つ
い
て
多
く
の
指
摘
を
含
む
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

EN
G

LISH
 SU

M
M

A
R

Y
O

n the change in the style of “ando”（a confirm
ation docum

ent

） issued by 
the M

urom
achi shogunate

Junichiro M
AT

SU
Z

O
N

O

　

In the m
edieval period of Japan,the authorities confirm

ed the land titles of 
the feudal lords, shrines, tem

ples, and so on. T
his was called ando

（安
堵

）. This 
paper explicates the M

urom
achi shogunate’ s ando  by exam

inating the style of its 
docum

ent. E
arlier studies have already pointed out that ando  based on the 

beneficiary’ s possession

（called tochigyo

（当
知
行

）） is characteristic of the ando  
of the M

urom
achi shogunate. I attem

pt to m
ake clear w

hen its character 
appeaered, and how the M

urom
achi shogunate issued ando . 

　

T
he conclusion reached is that, since the period of the N

orthern and 
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Southern D
ynasties, ando  had been issued in cases of succession or transfer of 

land, but in the M
urom

achi period, especially from
 the 20s of the O

uei  era, 
ando  cam

e to be based on possession. In the process of issuing ando , the 
M

urom
achi shogunate regarded as im

portant that the beneficiary had the 
form

er ando  w
hich had been issued by the M

urom
achi shogunate. T

his 
change style in ando  m

eans the M
urom

achi shogunate switched its policy to 
protect the order of possession.

K
ey W

ords : M
urom

achi shogunate, ando , possession, O
uei  era

（1394

│1428

）, 
diplom

atics
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【表Ⅰ】足利義持・義教の寺社宛発給文書

将
軍
（
室
町
殿
）

寄
進

返
付

安
堵

（
う
ち
当
知
行
安
堵
）

裁
許

義
持

応永 15年
応永 16年
応永 17年
応永 18年
応永 19年
応永 20年
応永 21年
応永 22年
応永 23年
応永 24年
応永 25年
応永 26年
応永 27年
応永 28年
応永 29年
応永 30年
応永 31年
応永 32年
応永 33年
応永 34年

2

2

1

3

1

3

2

2

3

3

2

2

1

2

1

3

1

1

2

1

1

1

2

1

6

8

8

14

8

6

2

3

3

3

4

2

3

4

2

4

2

3

2

（3）
（7）
（3）
（8）
（4）
（3）
（2）
（2）

（1）
（2）
（3）
（0）
（2）
（1）
（2）
（2）
（1）
（2）
（0）

1

2

1

1

1

1

2

1

義
教

正長元年
永享元年
永享 2 年
永享 3 年
永享 4 年
永享 5 年
永享 6 年
永享 7 年
永享 8 年
永享 9 年
永享 10年
永享 11年
永享 12年
嘉吉元年

1

1

1

1

8

7

4

8

5

1

4

3

1

5

1

1

（7）
（7）
（4）
（8）
（5）
（1）
（4）
（3）
（1）
（3）
（1）
（1）

2

1

1

1

【表Ⅰ】 補註─「寄進」は寄進状形式の文書、「返付」は「返付」「如
元」と記される文書、「裁許」は利害の対立する者が明記され
た文書と、他の史料（「御前落居記録」等）から裁許状と確認
できる文書

※応永 15年＝ 1408、正長元年＝ 1428、正長 2年・永享元年＝ 1429



室
町
幕
府
安
堵
の
様
式
変
化
に
つ
い
て

（
45
）

24
8

【表Ⅱ】　将軍足利義政執政期の知行認定文書（武家宛）
№ 年月日 文書様式 受給者 所領・所職 内容 備考 典拠（刊本・文書番号）
1 康正元年 11月 19日 御判 麻生弘国 筑前国麻生荘・野面荘・山鹿荘他 安堵（申請） 父弘家の「申請」による 『筑前麻生文書』（北九州市立歴史博物館）25

2 康正元年 12月 21日 御判 摂津之親 備後国重永本新荘 返付 「士林證文」（『広島県史古代中世資料編Ⅴ』）8

3 康正元年 12月 21日 御判 摂津之親 加賀国倉月荘地頭・領家両職内不知行所々 返付 「美吉文書」（『加能史料室町Ⅳ』）
4 康正元年 12月 27日 御判 平賀新四郎（弘資） 安芸国高屋保地頭職・入野南北郷地頭職 安堵（当知行・申請） 父弘宗の「申請」による 『大日本古文書　平賀家文書』21

5 康正元年 12月 27日 御判 小早川又 （敬平） 安芸国沼田荘所々、七条大宮篝地四半町他 安堵（当知行・申請） 父𠘑平の「申請」による 『大日本古文書　小早川家文書』38

6 康正元年 12月 27日 御判 小串成行 近江国南北郷一円同大郷西方・小北郷他 安堵（証文・当知行） 「代々御判御教書」あり 「二上郷土資料館所蔵文書」（『富山県史史料編Ⅱ』730）
7 康正元年 12月 29日 御判（写） 遠山景勝 美濃国遠山荘手向郷明智上下村他 安堵 「遠山文書」（『岐阜県史史料編古代・中世 1』）9

8 康正 2年 5月 22日 御判（案） 大館教氏 近江国林村散在、伊勢国田村散在他 安堵（当知行） 『増補八坂神社文書』（臨川書店）2064

9 康正 2年 10月 26日 管奉 結城直朝 錦小路東洞院・四条間東頬屋地四町々 安堵 № 15で再度安堵 「白河結城文書」（『白河市史資料編 2』552）
10 康正 2年 11月 3日 御判（写） 狩野敷地頼忠 加賀国福田荘菅浪郷地頭・公文両職他 安堵（当知行） 「狩野家文書」（『加能史料室町Ⅳ』）
11 康正 3年 8月 24日 御判 進士国行 近江国梅原兵衛三郎・山口三郎・同一族等跡 返付 「尊経閣文庫所蔵文書」
12 長禄 2年 3月 5日 御判 朽木貞高 近江国朽木荘 安堵（当知行） 『史料纂集朽木文書』25

13 長禄 2年 4月 7日 御判 摂津之親 近江国鯰江安芸入道跡 預置 料所として 「賜芦文庫文書」
14 長禄 2年 9月 3日 御判（写） 周布和兼 石見国所々 安堵（証文・当知行） 「周布吉兵衛」（『萩藩閥閲録』山口県文書館）120

15 長禄 2年 11月 6日 御判 結城直朝 錦小路東洞院・四条間東頬四町々屋地 安堵（当知行） 「白河結城文書」（『白河市史資料編 2』567）
16 長禄 3年 2月 17日 御判（写） 倉光光利 加賀国倉光・開発・玉鉾郷石丸名田他 返付 「代々御判」等による 「温故古文抄」（『加能史料室町Ⅳ』）
17 長禄 3年 3月 12日 御判（案） 一色千福丸 近江国高嶋郡佐々木持高跡 宛行 「勧修寺文書」
18 長禄 3年 4月 27日 御判（写） 狩野茂豊 加賀国若松荘地頭職 裁許・安堵（当知行） 「狩野家文書」（『加能史料室町Ⅳ』）
19 長禄 3年 6月 21日 御判（写） 久下重国 丹波国栗作郷地頭職・領家職・小椋荘領家職他 安堵（相伝・当知行） 「久下文書」（『愛知県史資料編 9』2054）
20 長禄 3年 10月 19日 御判 赤松千代寿 備前国出石郷・平瀬郷等渡残 安堵 守護の押妨停止 「赤松（春日部）文書（友淵楠麿氏旧蔵）」（『兵庫県史史料編中世 9』）11

21 長禄 4年 3月 26日 御判 細川教春 近江国蒲生郡河森田中太郎等跡 宛行 「細川家文書」（『山口県史史料編中世 4』）10

22 長禄 4年 3月 26日 御判 細川常忻（持春） 近江国甲賀郡宇田大和守等跡 宛行 「細川家文書」（『山口県史史料編中世 4』）11

23 長禄 4年 4月 2日 御判 一色政熙 越前国野田本郷（千秋浄祐跡） 宛行 「古証文」（『福井県史資料編 2』）1

24 長禄 4年 4月 2日 御判 赤松貞長 赤松教貞遺跡所領等 宛行 「赤松（春日部）文書」（『兵庫県史史料編中世 9』）12

25 長禄 4年 5月 18日 御判（案） 細川勝久 備中国細川頼之知行分闕所・吉備津宮社務代他 安堵（譲与） 父氏久から譲与 「細川家文書」（『山口県史史料編中世 4』）4

26 長禄 4年 8月 12日 御判 毛利是広（広顕） 安芸国麻原郷内（毛利熙元知行分） 宛行 『大日本古文書　毛利家文書』1338

27 長禄 4年 9月 26日 御判 一色政熙 越中国宮川荘 宛行 「根岸旧蔵文書」（『富山県史史料編Ⅱ』762）
28 長禄 4年 11月 18日 御判 天野家氏 安芸国志芳荘東村地頭職 安堵（当知行） 「右田毛利家文書」（『山口県史史料編中世 3』）5

29 長禄 4年 11月 18日 管奉（写） 周布和兼 石見国有福内四町（生越分） 安堵（当知行） 「周布吉兵衛」（『萩藩閥閲録』）130

30 長禄 4年 12月 14日 御判 朽木貞高 近江国朽木荘 安堵 料所として 『史料纂集朽木文書』26

31 寛正元年 12月 30日 御判 一色政熙 近江国比良荘預所職（田中清賀跡） 宛行 「根岸文書」
32 寛正 2年 3月 20日 御判（写） 今川義忠 今川範忠本領等 安堵（譲与・当知行） 「今川家古文章写」（『静岡県史資料編 6』2387）
33 寛正 2年 5月 18日 御判 小早川𠘑平 伊予国越智郡大嶋四分一地頭職 返付 義教の御判・施行による 『大日本古文書　小早川家文書』42

34 寛正 2年 9月 17日 御判 一色政熙 越前国野田郷（千秋浄祐跡）元興寺領分 宛行 「冑山文庫文書」（『福井県史資料編 2』）1

35 寛正 2年 10月 10日 御判 益田貞兼 石見国所々当知行地 安堵（当知行・申請） 父兼堯の「申請」による 『大日本古文書　益田家文書』127

36 寛正 2年 12月 23日 御判 進士国行 河内国伊香賀郷地頭職年貢三分一 返付 義持の御判による 「古文書纂」
37 寛正 3年 12月 30日 御判 飯嶋為家 出雲国所々当知行地 安堵（当知行） 「長府毛利家文書」
38 寛正 5年 9月 2日 御判 赤松貞祐 丹波国春日部荘黒井村 返付 「赤松（春日部）文書」（『兵庫県史史料編中世 9』）13

39 寛正 5年 10月 16日 御判（案） 土岐石谷頼久 美濃国莚田荘地頭職・石谷郷（重次）地頭職 安堵（当知行） 「土岐文書」（『岐阜県史史料編古代・中世 4』）26

40 寛正 5年 11月 12日 御判（写） 大内重弘 摂津国得位荘五分一方・時枝荘地頭他 安堵（相伝・当知行） 「北野社家日記」（『愛知県史資料編 9』2176）
41 寛正 6年 6月 2日 管奉（案） 佐々木持清 飛騨国冨安郷 返付 『戦国大名尼子氏の伝えた古文書　佐々木文書』125

42 寛正 6年 6月 29日 御判（案） 大内教弘 安芸国東西条 裁許・安堵（当知行） 『大日本古文書　蜷川家文書』53

43 寛正 6年 12月 7日 御判 小早川元平（敬平） 安芸国沼田荘・野美郷他 安堵（当知行・申請） 父𠘑平の「申請」による 『大日本古文書　小早川家文書』43

【表Ⅱ】補註―足利義政の直判文書が現れる康正元年から応仁・文明の乱前の期間。文書様式の「御判」は足利義政御判御教書、「管奉」は管領奉書を指す
※康正元年＝ 1455、長禄元年＝ 1457、寛正元年＝ 1460




